
ɹ労働ܖがऴྃする場合には、େき͘分けて、ᶃ労働者の意思でऴྃ͞
せる場合、ᶄ使用者の意思でऴྃ͞せる場合、ᶅ就業規則や労働ܖ等の
定ΊにԊͬてऴྃする場合等があります。
労働ऀのҙࢥͰ労働ܖΛऴྃさͤる߹は、ࣙ৬（使用者との合意な

しに一方తにऴྃ͞せる場合）と߹ҙୀ৬（ղ）（使用者との合意でऴ
ྃ͞せる場合）があります。ࣙ৬か合意ୀ৬かはஅがしい場合があり
ます。ɹɹ
ɹなお、合意ୀ৬には、使用者からʮࣙΊて͘れʯとഭられて労働者が
ʮわかりましたʯとฦ事をした場合ؚみます。ձࣾのܦӦ上の合によ
る場合のرୀ৬ืूɾୀ৬ק、࠷ऴతには労働者との合意により߹
ҙୀ৬となります。使用者からの合意ղのఏҊに労働者がいͬたんಉ意
してからそれを૪͏のはかなりしいので、৻ॏな対ॲが必要です。
ɹまた、一度ఏग़したୀ৬ಧをఫ回したい場合、ࣙ৬ではఫ回はしいで
すが、労働者からの合意ୀ৬のਃしೖれは使用者のঝがあるまではఫ回
できるとղ͞れています。
Ҽがある場合ݪΛऴྃさͤる߹は、労働者にܖͰ労働ࢥ用ऀのҙ

のී௨ղޏ（ۈෆྑ等の事༝など）とռղޏ（労働者のඇߦをཧ
༝とするռॲ分）、ཧղ�4）ޏϖʔδ参র。使用者の意思によりऴྃ
͞せる）があります。
ɹ就業規則や労働ܖ等の定ΊにԊͬてऴྃする場合として、ܖظ間ຬ
Ίにつࢭޏ。間ຬྃ、定等によるのがありますظ休৬、（Ίࢭޏ）ྃ
いては��ϖʔδ参রして͘だ͞い。

ղޏとୀ৬のҧい
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ղޏとୀ৬のҧいղޏとୀ৬のҧいղޏとୀ৬のҧい

労働ܖが終ྃする場合

労働者の事情

ॏେな
業டا
ংҧ
の任
　

ී ௨
ղ　ޏ

務ۈ
不ྑ
の事
由

　ռ
ղ　ޏ

者の経༺
Ӧ上の合

者༺
の意ࢥ
のΈで
　ࢪ࣮

労働ܖ
期間
の満ྃ


ब業ن則
におけ
る条݅に
合கした
場合

 理
ղ　ޏ

①労働者の意
で終ྃさࢥ　
　せる

ᶄ༻者の意
で終ྃさࢥ　
　せる

者༺
との合
意あり

者༺
との合
意なし

ࣙ 期ܖ
間満ྃ

（めࢭޏ）

　৬

ʮղɹޏʯ ʮୀɹ৬ʯɹ

合意ୀ৬
（合意ղ）

ୀ৬ر
ื集・
ୀ৬ק

労働者との
合意あり

ᶅब業ن則労働
の定めにܖ

　Ԋͬて終ྃする

定　年

ࢮ

休৬期
間満ྃ

ʮղޏʯ
·ͨ
ʮୀ৬ʯ

（ब業ن則の
定めによる）
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ղޏ༧ࠂ制、法Ͱࢭېされているղޏ

使用者の意思で労働ܖを一方తにऴྃ͞せることをղޏといいます。
ɹ労働ܖ法第1�条では、ղޏ、؍٬తに߹ཧతͳཧ༝Λ͖ܽ、ࣾձ௨
೦上૬Ͱ͋るとೝΊられͳい߹、ͦのݖརΛཞ用ͨ͠ものと͠て、
ແޮとすると定Ίています（ৄし͘は�3ϖʔδ参র）。また、労働基準法第
�0条では、用ऀ労働ऀにগͳ͘ともú0日લにղޏΛ༧͠ࠂͳ͚れͳ
らͣ、ú0日લに༧͠ࠂͳい߹、用ऀղޏ༧ࠂखと͠てú0日分以上
のฏۉ賃金（ù0ϖʔδࢀর）Λࢧわͳ͚れͳらͳいと定Ίています。
ただし、ఱࡂ事มそのଞやΉを得ないཧ༝で事業をやΊる場合や労働者のによるղ

ख等は必ࠂ༧ޏ除外ೝ定をडければ、ղࠂ༧ޏ労働基準ಜॺのղの場合は、ॴޏ
要ありません。
なお、日ޏいの人（１か݄を超えて引きଓき使用͞れている場合を除͘）、̎か݄Ҏの

間を超えて引きଓظ用͞れている人（そのޏでܖઅత業に̐か݄Ҏのقまたはܖ
き使用͞れている場合を除͘）、ೖࣾから14日Ҏのࢼ用ظ間தの人には、このղޏ༧ࠂ制
度は適用͞れません（労働基準法第�1条）。

用をޏ間தのظܖ則として使用者にݪ、の場合はܖ間の定Ίのある労働ظ
༝͕͋るࣄ法第17条第１߲では、ΉΛಘͳいܖଓするがあり、労働ܧ
߹Ͱͳ͚れ、ܖظ間͕ຬྃするまͰ労働ऀΛղޏする͜と͕Ͱ͖ͳいと定Ί
ています。ظ間్தの労働ܖのղ除について、使用者にաࣦがある場合、労働
者は使用者に対して、残りのܖظ間に対する࠴ෆཤߦのଛഛঈを求する
ことできます。
そのଞ、法で一定の時ظのղޏや一定のཧ༝によるղޏが͞ࢭېれています。

͜の時ظのղޏҧ法Ͱす

間とその後30日間をա͗てظをしてྍཆするたΊに休業するؾ事でέΨやප˗
いないの（労働基準法第1�条）
˗ঁੑ労働者の࢈前࢈後休業のظ間とその後30日間をա͗ていないの（労働基
準法第1�条）
˗৷தのঁੑ労働者ٴͼग़࢈後１をܦաしないঁੑ労働者のղޏで、事業ओ
が৷、ग़࢈をཧ༝とするղޏではないことをূ明できないの（உঁޏ用ػ
ձۉ等法第̕条第߲̐）

͜の時ظのղޏҧ法Ͱす͜の時ظのղޏҧ法Ͱす
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͜れΛཧ༝とするղͦޏのଞෆརӹऔѻいҧ法Ͱす

ੑ、੶、৴条またはࣾձత分（労働基準法第̏条）ࠃ˗ ผ（உঁޏ用ػձۉ等法第̒条）
˗労働合にՃೖしたり、労働合をつ͘Ζ͏としたり、ਖ਼な労働合׆ಈをし
たこと（ෆ労働ߦҝ、10�ϖʔδ参র）（労働合法第̓条）
˗労働ҕһձにෆ労働ߦҝࡁٹのਃཱ等をしたこと（労働合法第̓条）
˗ঁੑ労働者のࠗҽ、৷、ग़࢈、࢈前࢈後休業の取得等（உঁޏ用ػձۉ等法第̕条）
˗ҭࣇ休業、հޢ休業、ࢠのޢ休暇、հޢ休暇等のਃग़や取得等（ҭࣇ・հޢ休業
法第10条、第1�条、第1�条の̐、第1�条の̓）
˗ઐ業ྔࡋܕ労働制、اը業ྔࡋܕ労働制に就͘ことにಉ意しなかͬたこと
（労働基準法第3�条の̐）
度ϓϩϑΣογϣφϧ制度の対象となることにಉ意しなかͬたこと（労働基準ߴ˗
法第41条の̎）
˗事業場の法ҧを労働基準ಜॺ等にਃࠂしたこと（労働基準法第104条）
˗ύʔτλΠϜ・有ޏظ用労働者またはݣ労働者が、通ৗの労働者との۰差
やཧ༝についてઆ明を求Ίたこと（ύʔτλΠϜ・有ޏظ用労働法第14条、労働者ݣ
法第31条の̎）
˗ݣ労働者が厚生労働େਉに事業ओ等の労働者ݣ法ҧをਃࠂしたこと（労
働者ݣ法第4�条の̏）
˗৬場のύϫʔϋϥεϝϯτ、ηΫγϡΞϧϋϥεϝϯτ、৷・ग़࢈・ҭࣇ休業
等にؔするϋϥεϝϯτにؔして、事業ओに૬ஊ等したこと（労働ࡦࢪ૯合ਪਐ法
第30条の̎΄か）
˗ಓݝ労働ہにݸผ労働ฆ૪ղܾのԉॿ等を求Ίたこと（ݸผ労働ؔฆ૪の
ղܾのଅਐにؔする法第̐条΄か）
˗ެӹ通ใしたこと （˞ެӹ通ใ者อޢ法第̏条、第５条）
など

˞ެӹ௨ใऀのอޢ
や外෦のしかるきޱ業の通ใ૭اҝなどを、労働者等がߦ業による一定のҧ法ا

。に通ใすることをʮެӹ通ใʯといいますؔػ
ެӹ௨ใऀอޢ法では、通ใ者が、どこどのよ͏な༰の通ใをߦえばอ͞ޢれる

のかとい͏ϧʔϧを定Ίており、通ใしたことをཧ༝に、通ใ者に対してղޏ等のෆརӹ
な取ѻいをすることは͞ࢭېれています。
ɹྩ݄̐̒より、事業者に対し、෦通ใ૭ޱを設ஔする等のମ制උがٛͮけら
れています（ৗ時ޏ用する労働者数が300人ҎԼの事業者はྗٛ）。
ʻࢀরʼফඅ者ிϗʔϜϖʔδ
IUUQT���XXX�DBB�HP�KQ�QPMJDJFT�QPMJDZ�DPOTVNFS@QBSUOFSTIJQT�XIJTMFCMPXFS@QSPUFDUJPO@TZTUFN�

͜れΛཧ༝とするղͦޏのଞෆརӹऔѻいҧ法Ͱす͜れΛཧ༝とするղͦޏのଞෆརӹऔѻいҧ法Ͱす
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ղޏに߹ཧతͳཧ༝͕ඞཁ

ղ͞ޏれるとい͏ことは、労働者にとͬてେมॏେなことです。そこで
ղޏに、ʮ؍٬తに߹ཧతͳཧ༝ʯと、ࣾձৗࣝからΈてʮͳる΄Ͳもͬ
ともͩʯとい͑るʮࣾձ௨೦上の૬ੑʯ͕ ඞཁͰす。ͦれ͕ͳ͚れ、ʮղ
のཞݖޏ

らΜ

用
よ ͏

ʯと͠てແޮとされます（労働ܖ法第1�条）。したがͬて、法
で͞ࢭېれたղޏにあたらず、ղޏ༧ࠂ制度（労働基準法第�0条、�1ϖʔ
δ参র）をकͬていたとして、それだけでղޏが有ޮになるとはݶりま
せん。このは、ޡղが͞れやすいので、特に意が必要です。
合ཧతཧ༝があるか、ղݖޏのཞ用ではないかをஅするにあたͬては、

就業規則のղޏにؔする定Ί（ղޏ事༝）とその合ཧੑ、ղޏ事༝֘ੑ、
労働者ଆの事༝の有ແ・ఔ度、ղޏにいたるまでの使用者のଶ度、業
上の必要ੑ、΄かの例とのߧۉ、そのଞの事を૯合してஅすること
になります（ࢼ用ظ間ຬྃ時の本࠾用ڋ否については、̓ϖʔδ参র）。
ռॲ分のதで࠷ॏい制ࡋとしてߦわれるռղޏは、労働者のকདྷ

にॏେなӨڹを与えるので、労働者のނ意によるஶしいا業டংҧなど
があͬたときに࠷後のख段として͏ߦきのです。ռॲ分が有ޮとな
るたΊには、就業規則等でռ規定が定Ίられていること、ռ事༝に֘
する合ཧతなཧ༝があること、ॲ分の૬ੑやखଓの૬ੑなどの要݅
をຬたすことが必要です（ռについては1�、1�ϖʔδ参র）。

ʲղޏのࡋྫʳ

ແ
ޮ
ྫ

˗৸により์ૹ事ނをىこしたΞφϯαʔの普通ղޏは、い͞͞かࠅにす͗、合ཧ
ੑをܽいて必ずしࣾձతに૬とはೝΊられないのでແޮ（ࡋߴ࠷ত���1�31）
˗労働率がྼり、上のࠐݟみがない、ࣗݾத৺తなどをཧ༝とする普通ղޏは、使
用者がମܥతなڭҭ、ࢦಋを実ࢪすることで֘労働者の労働率の上をਤる༨
があるのでແޮ（౦ژࡋฏ11�10�1�）

༗
ޮ
ྫ

˗ձ໊ࣾٛのΫϨδοτΧʔυのΫʔϙϯ݊を集Ί、̒間にわたり݊等を取得し
たࣾһの普通ղޏは、ղݖޏのཞ用にはあたらないので有ޮ（౦ژࡋฏ����11）
˗̐回にわたるけんॲ分に省することな͘、࢝ॻをఏग़しなかͬたことなどを
ཧ༝とする普通ղޏは、ղݖޏのཞ用にはあたらないので有ޮ（౦ࡋߴژฏ14���30）
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ཧղޏの߹の༗ޮੑஅの基४

使用者がෆگやܦӦ等のཧ༝で、人һཧのたΊに͏ߦղޏをཧղ
については、ձࣾのӡӦについてޏといいます。このよ͏なཧղޏ
のない労働者を٘ਜ਼にし、ܦӦ上の合で҆қにߦわれたかど͏かが
૪われることから、ଟ͘のࡋ例では、࣍の４つのཁ݅（ཁૉ）Λ༗ޮੑ
அの基४と͠て͖まͨ͠。

ᶃਓһݮにे分ͳඞཁੑ͕͋る。
ɹ人һのݮがෆگやܦӦػةなどܦӦ上のे分な必要ੑに基ͮいた
のでなければなりません。必要ੑのఔ度はӦ業ঢ়ଶŊ Ŋگঢ়࢈ࢿ 人݅අ
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ᶄղޏΛճආするྗΛे分ਚͨ͘͠。
ɹղޏをආけるたΊにとり͏るख段をे分ਚ͘͞なければなりません。
回ආするख段としては労働時間ॖ、స、ग़、一時ؼ休、৽規࠾用
のఀر、ࢭୀ৬の募集などが考えられます。

ᶅղޏରऀのબͼํ͕ެਖ਼ɾଥͰ͋る。
ɹղޏ対象者を؍٬త、合ཧతな基準に基ͮきެਖ਼にબ定しなければな
りません。この基準としては、ۈなど労働ྗධՁ、ۈଓ数など
。のྀ等があげられます׆度、労働者の生ݙߩ業ا

ᶆઆ໌ɾٞڠखଓΛਚ͘͠ている。
ɹ労働合・労働者に対して、ཧղޏの必要ੑと人һݮの༰（時ظ・
規・方法）についてे分આ明し、意をͬて協ٞしなければなりま
せん。労働協で労働合との協ٞをٛ付けていな͘て、આ明や協
ٞは必要です。

ཧཧ

৬
ୀ
ɾ
ޏ
ղ

63 6�



༗ظ労働ܖのࢭޏΊ

。が対となりますܖの①、②のいずれかに該当する有期労働࣍　
① 過ڈに෮更৽された有期労働ܖで、ͦのࢭޏめがແ期労働ܖ

のղޏと社会௨೦上ಉࢹできるとೝめられるの
② 労働者において、有期労働ܖのܖ期間の満ྃ時に当該有期労働

が更৽されるのと期することについて合理的な理由があるܖ
とೝめられるの

対  と な る
有期労働ܖ

要 ݅ と 効 Ռ

必 要 な ख ଓ

　上記の①、②のいずれかに該当する場合に、༻者がࢭޏめをする
ことが、ʮ؍٬的に合理的な理由をܽき、社会௨೦上૬当であるとೝめら
れないときʯは、ࢭޏめがೝめられませΜ。ैલとಉҰの労働条݅で、
有期労働ܖが更৽されます。

　労働者からの有期労働ܖの更৽のਃࠐΈが必要です（ܖ期間満ྃ
。（Έをすれば条จԽされたϧーϧの対となりますࠐでなくਃޙ
こうしたਃࠐΈは༻者によるࢭޏめの意ࢥදࣔに対して、ʮݏだ、ࠔるʯ
とݴうなͲ、労働者によるԿらかの対の意ࢥදࣔが༻者にわる
のでかまわないとされています。

ɹ有ظ労働ܖ（ظ間の定Ίのある労働ܖ）は、ύʔτλΠϜ労働者、ݣ労
働者、ΞϧόΠτ、ܖࣾһ、ୗなどでଟ͘ݟられます。
ɹ有ظ労働ܖは、ܖظ間のຬྃによりޏ用がऴྃします。しかし、労働者が
否することがありまڋ৽をߋしているにؔわらず、使用者がظ৽をߋのܖ
す。これをʮࢭޏΊʯ（といͲΊ）といいます。
ɹաڈの例で、有ظ労働ܖのࢭޏΊに、一定の場合にはղޏにؔする考え
方が適用͞れるとするʮࢭޏΊ法ཧʯがཱ֬していましたが、ࡏݱでは労働ܖ
法第1�条に有ظ労働ܖのߋ৽等として規定͞れています。
ʲࢭޏΊ法ཧとʳ

ɹ厚生労働省では、ࢭޏΊをΊ͙るτϥϒϧのࢭやղܾをਤるたΊ、ʮ༗ظ労働
ࠂΊの༧ࢭޏ、Ίにؔする基४ʯ（ӈϖʔδ）においてࢭޏ、৽ߋ、のక݁ܖ
（第̎条）や、ࢭޏΊཧ༝の明示（第̏条）など、一定のϧʔϧを示しています。
ɹなお、基準は労働条݅明示にかかる制度վਖ਼にい、第１条ٴͼ第５条が৽
設͞れています（ྩ݄̒̐１日適用）。
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༗ظ労働ܖのక݁、ߋ৽、ࢭޏΊにؔする基४
（ฏøü年ްੜ労働লࣔࠂୈúüþ߸、࠷ऴվਖ਼令和�年�月ú0日ްੜ労働লࣔࠂୈøøû߸）

（有ظ労働ܖのมߋ等に際してߋ৽上ݶを定Ίる場合等のཧ༝のઆ明）
第一条ɹ使用者は、ظ間の定Ίのある労働ܖ（ҎԼʮ有ظ労働ܖʯとい͏。）の締結
後、֘有ظ労働ܖのมߋຢはߋ৽に際して、通算ܖظ間（労働ܖ法（ฏे
法第ඦೋेീ߸）第ेീ条第一߲に規定する通算ܖظ間をい͏。）ຢは有ظ労働ܖ
のߋ৽回数について、上ݶを定Ί、ຢはこれを引きԼげよ͏とするときは、あらか͡Ί、
そのཧ༝を労働者にઆ明しなければならない。

（ࠂΊの༧ࢭޏ）
第ೋ条ɹ使用者は、有ظ労働ܖ（֘ܖをࡾ回Ҏ上ߋ৽し、ຢはޏೖれの日からى算
して一を超えてܧଓۈしている者にるのにݶり、あらか͡Ί֘ܖをߋ৽しな
いࢫ明示͞れているのを除͘。࣍条第ೋ߲においてಉ͡。）をߋ৽しないこととしよ͏
とする場合には、গな͘と֘ܖのظ間のຬྃする日のेࡾ日前までに、その༧ࠂを
しなければならない。

（Ίのཧ༝の明示ࢭޏ）
第ࡾ条ɹ前条の場合において、使用者は、労働者がߋ৽しないこととするཧ༝についてূ
明ॻを求したときは、な͘これをަ付しなければならない。
̎ɹ有ظ労働ܖがߋ৽͞れなかͬた場合において、使用者は、労働者がߋ৽しなかͬた
ཧ༝についてূ明ॻを求したときは、な͘これをަ付しなければならない。

（間についてのྀظܖ）
第࢛条ɹ使用者は、有ظ労働ܖ（֘ܖを一回Ҏ上ߋ৽し、かつ、ޏೖれの日からى
算して一を超えてܧଓۈしている者にるのにݶる。）をߋ৽しよ͏とする場合に
おいては、֘ܖの実ଶٴͼ֘労働者のرにԠ͡て、ܖظ間をできるݶり͘す
るよ͏Ίなければならない。

（ແظస後の労働条݅にؔするઆ明）
第ޒ条ɹ使用者は、労働基準法（তೋेೋ法第े࢛߸）第ेޒ条第一߲の規定によ
り、労働者に対して労働基準法ߦࢪ規則（তೋेೋ厚生省ྩ第ೋेࡾ߸）第ޒ条第߲ޒ
に規定する事߲を明示する場合においては、֘事߲（ಉ条第一߲֤߸にܝげるのを除͘。）
にؔする定Ίをするにたͬて労働ܖ法第ࡾ条第ೋ߲の規定のझࢫを౿まえて就業の実ଶに
Ԡ͡てߧۉを考ྀした事߲について、֘労働者にઆ明するよ͏Ίなければならない。
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6�

ղޏɾࢭޏΊにೲಘいかͳいと͖

ղࢭޏ・ޏΊにೲ得いかないときは、そのࢫを使用者にえ、す͙に労
働ηϯλʔやห࢜ޢ等に૬ஊして͘だ͞い。
その際、使用者に求してӈϖʔδのよ͏なୀ৬ূ明ॻ（ղࢭޏ・ޏΊ

ཧ༝ূ明ॻ）をडけ取り、用ऀ͕ओுするղޏɾࢭޏΊのཧ༝Կかはͬ
きり͞せてお͘ことがେです。ղޏの場合、労働基準法第��条により、
労働者がղޏの༧ࠂ日からୀ৬日までの間において、ղޏのཧ༝について
のূ明ॻを求したときは、使用者はな͘ަ付しなければなりません。
。Ίの場合、ಉ༷の基準の定Ίがあります（��ϖʔδ参র）ࢭޏ
なお、ୀ৬ಧは労働者からୀ৬のਃग़を͏ߦ場合にఏग़するのであり、
使用者からのղࢭޏ・ޏΊに際して労働者がこれをఏग़するٛはありま
せん。
労働ηϯλʔͰ、ղܾํ法Λ૬ஊऀとҰॹに、͑ߟ用ऀからࣄΛ

ௌ͘ͳͲ、ղܾに͓͚ͨखいΛ͠ます。
ɹまͨ、労働基४法ҧのղޏ労働基४ಜॺに૬ஊする͜ともͰ͖ま
す͠、ෆ労働ߦҝ（ø0Āϖʔδࢀর）によるղޏ労働ҕһձにࡁٹΛਃ
ཱ͠てる͜ともͰ͖ます。ͪΖん、ࡋॴにૌুをىこすことできます。

　ղࢭޏ・ޏめをされたり、されようとしている場合、ࣗ がͲうしたい
のか、ͦ の場合に必要な対ॲはԿかをまずߟえる必要があります。
　①未金・ୀ৬金ղޏ༧ࠂख当をきͪΜとࢧわせたい
　②上記①以上の金મ的ิঈをٻめたい
　ᶅղࢭޏ・ޏめの不当ੑをはͬきりさせたい
　ᶆݩの৬場で働きଓけられるようにしたい
ˎ①の場合は金がࢧわれないときの対ॲ（21、22ページ参照）とجຊ

的にはಉ͡です。

ʤղޏɾࢭޏΊのରॲํ法ʥ

ղޏのޮྗを૪ͬている場合には、ࡋॴ等のূ明があればޏ用อݥの求৬者給付の
基本खの条݅付給付（Ծ給付）がडけられます。この場合は、求৬׆ಈ等をしな͘て
給付が͞れます。
また、ղޏにより݈߁อݥ・厚生金อݥのඃอݥ者֨ࢿのࣦಧがఏग़͞れた場合

で、労働ҕһձまたはࡋॴがղޏແޮの定をし、そのޮྗがൃ生したときには、
。ࣦを取りফすखଓきがあります֨ࢿ
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ୀ৬ࣄ༝にるϞσϧୀ৬ূ໌ॻ（ղޏɾࢭޏΊཧ༝ূ໌ॻ）

（労働者໊）఼
ҎԼの事༝により、あなたはࣾをɹ�ɹ�݄ɹ�日にୀ৬したことをূ明します。

ɹɹ݄ɹɹ日
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹ事業ओ໊ࢯຢは໊শ
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ使用者৬໊ࢯ
ᶃあなたのࣗݾ合によるୀ৬（ᶄを除͘。）
ᶄࣾのקによるୀ৬
ᶅ定によるୀ৬
ᶆܖظ間のຬྃによるୀ৬
ᶇҠ੶ग़によるୀ৬
ᶈそのଞ（۩ମతにはɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ）によるୀ৬
ᶉղࢭޏ・ޏΊ（ผࢴのཧ༝による。）

ผࢴ
ΞɹఱࡂそのଞやΉを得ないཧ༝
（۩ମతには、

によͬてࣾの事業のܧଓがෆՄになͬたこと。）によるղࢭޏ・ޏΊ
Πɹ事業ॖখ等ࣾの合
（۩ମతには、ࣾが、 となͬたこと。）によるղࢭޏ・ޏΊ
ɹ৬໋ྩに対するॏେなҧߦҝ
（۩ମతには、あなたが、 したこと。）によるղࢭޏ・ޏΊ
Τɹ業についてෆਖ਼なߦҝ
（۩ମతには、あなたが、 したこと。）によるղࢭޏ・ޏΊ
Φɹ૬ظ間にわたるແஅܽۈをしたこと等ۈෆྑであること
（۩ମతには、あなたが、 したこと。）によるղࢭޏ・ޏΊ
Χɹそのଞ（۩ମతには、

）によるղࢭޏ・ޏΊ

˞֘するのに˓を付け、۩ମతなཧ༝等を（ɹɹ）のதにهೖすること。

˞֘する൪߸に˓を付けること。
˞ղ͞ޏれた労働者がղޏのཧ༝を求しない場合には、ᶉのʮ（ผࢴのཧ༝による。）ʯ
をೋॏઢでফし、ผࢴはަ付しないこと。
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ձࣾΛΊると͖

ɹ労働ܖにおいては、労働者から使用者にୀ৬ئをఏग़してঝ͞れれ
ば、合意ղにより労働ܖはऴྃします。使用者がୀ৬をঝしたあと
になͬて、労働者がୀ৬のਃग़をఫ回することは、ݪ則としてできません。
ɹ労働者がʮす͙ࣙΊたいʯとਃしग़て、事引ܧ等のたΊに使用者が
ʮまだいて΄しいʯとい͏ことあるかしれません。その際はे分に
し合͏ことがましいでしΐ͏。
ɹ一方、ظ間の定Ίのͳい労働ܖでは、労働者の意思ද示だけでࣙΊる
こと（ࣙ৬）できます。その場合、ਃग़（ޱ಄で有ޮですが、ʮୀ৬
ಧʯといͬたॻ໘によることがましい）によりୀ৬でき、ୀ৬Λਃ͠ग़
ͨ日から２ि間Λܦաすると用ऀのঝ͕ͳ͘ても労働ܖऴྃ͠ま
す（ຽ法ୈ6ùþୈ１߲）。ただし、τϥϒϧࢭのたΊには、ຽ法の規定
を೦಄に、就業規則等でࣙ৬にؔする規定の有ແや༰を֬ೝした方がよ
いでしΐ͏。
ଓできないやΉをܧの場合、労働者に就労をܖ間の定Ίの͋る労働ظ

得ないཧ༝があれば、ظ間్தのୀ৬はՄです。ただし、そのཧ༝が労働
者ଆのաࣦによͬて生͡、ձࣾにଛがग़た場合などには、使用者が労働者
にଛഛঈを求することあるので、意が必要です（ຽ法第���条）。
ɹなお、ܖظ間が１を超える有ظ労働ܖの場合、１をܦա後は使
用者にਃしग़ることにより、いつでୀ৬することができます（一定の事
業のྃに必要なظ間を定Ίるの、ߴ度ઐ৬、�0ࡀҎ上のߴྸ者を
除͘）。
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ୀ৬時にؾΛ͚る͜とୀୀ৬৬

˗労働者は、ձࣾからआりているҥやࣾһষ等をฦ͞なければなりません。
金賃に以日̓て͠とଇݪ、ऀ用、߹͕ͨͬ͋ٻらかऀ働労ͨ͠৬ୀ◆

Λࢧい、まͨ、ੵ ཱ金、ஷ金ͳͲ労働ऀのݖརにଐする金Λฦさͳ͚れ
ͳりまͤΜ（労働基準法第�3条）。
˗ະ賃金（ୀ৬खΛ除͘）のফ໓時ޮ、３年Ͱす（ྩ （̎�0�0）݄̐１日
Ҏ後に支払ظ日が౸དྷしたの）。
˗労働者は、就業規則等に規定があり、要݅をຬたせば、ୀ৬खをडけ取るこ
とができます（71ϖʔδ参র）。支払時ظが定Ίられているときはそれにैいま
す。ୀ৬खࢧ時ظから５年間Ͱ時ޮにより͕ݖٻͳ͘ͳります。労働
者がಉ意すれば、使用者はୀ৬खの࠲ޱৼࠐみ、またはۜߦৼग़খख、༣
ศҝ替等による支払いができます。
˗労働者が求した場合には、使用者は、使用ظ間、業のछྨ、Ґ、賃金、ୀ
৬の事༝についてূ明ॻをな͘ަ付しなければなりません（労働基準法第��
条第１߲）。

˗使用者は、労働者のస৬をするたΊ、૬ޓに労働者のࠃ੶、৴条、ࣾ ձత
分し͘は労働合ӡಈにؔする通৴をしたり、ୀ৬時のূ明ॻにൿີのه߸
をهೖしてはなりません（労働基準法第��条第߲̐）。
˗労働者は、ޏ用อݥにՃೖしていた場合は、求すれば৬ථを事業ओからड
け取ることができます（事業ओは֨ࢿࣦのखଓを、৬した日のཌʑ日から
10日Ҏにߦわな͘てはなりません）。事業ओがޏ用อݥのՃೖखଓをͬߦて
いなかͬた場合、̎前までͬてՃೖखଓがՄです。なお、ޏ用อݥྉが
給ྉからఱ引き͞れていたことが明らかである場合は、̎を超えてͬてޏ
用อݥのՃೖखଓができます。
˗使用者は、労働者がの్தでୀ৬した場合には、ॴ得੫法第���条にとͮき、
ୀ৬の日Ҏ後１か݄Ҏにݯઘऩථをަ付しなければなりません。
˗労働者は、݈ 。ࣦのखଓをします֨ࢿを事業ओにฦ٫し、事業ओはূݥอ߁
ୀ৬後は、ʮ意ܧଓʯʮࠃຽ݈߁อݥ˞ʯʮՈの݈߁อݥのඃැཆ者ʯのいず
れかをબします。
˞特定ड給֨ࢿ者・特定ཧ༝৬者としてޏ用อݥの基本ख（130ϖʔδ参র）をडける場合
は、ࠃຽ݈߁อݥྉ（੫）がܰ͞ݮれる制度があります。ܰ をडけるたΊにはಧग़が必要とݮ
なります。ৄ し͘はおॅまいのࢢொଜのࠃຽ݈߁อݥ୲にお合せ͘だ͞い。
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ୀ৬金Λड͚औるに

ୀ৬金は、法で支給がٛ付けられているわけではありません。ただし、
ୀ৬ख等の制度がある場合は、就業規則に支給条݅、支払方法、支払ظ
日等を規定することが労働基準法第��条でٛ付けられています。
ɹこのよ͏に就業規則や労働協に規定がある場合はͪΖん、労働ܖ
ॻで支給が定Ίられていたり、定ணした支給ߦ׳があれば、その規定等にし
たがͬて、ୀ৬金は支払われなければなりません。
ɹୀ৬金制度が定Ίられている場合で、ୀ৬の事༝（ࣗݾ合ୀ৬か、
ձࣾ合ୀ৬か）やۈଓ数によͬてୀ৬金の支給額に差を設けることが
あります。
また、労働ܖのऴྃがռղޏ等による場合、ୀ৬金をݮ額またはෆ

支給とするୀ৬金規定ありますが、ୀ৬金の賃金後払తੑ֨、ޭ労ใঈ
తੑ֨、生׆อোతੑ֨から、ୀ৬金のݮ額またはෆ支給規定を適用でき
るのは、労働者のそれまでのۈଓのޭ労をࡴݮまたはຣফしてしま͏΄ど、
ஶし͘৴ٛにするߦҝがあͬた場合にݶられると考えられています（খ
మ（ୀ৬金求）事݅ిٸా ౦ࡋߴژฏ1��1��11など）。
なお、ୀ৬金の時ޮについては、労働基準法第11�条において、支給͞れ

るはずの日から５間と定Ίています。

　この制度は、中খا業において単ಠではୀ৬金制度をつことがࠔで
ある࣮情をྀߟしてࠃのԉॿでୀ৬金制度を֬立し、中খا業のै業һの
ࢱの૿ਐとޏ༻の҆定をਤることなͲを的としています。
　中খا業の事業ओが制度にՃೖし、࠲ޱৼସによͬてֻ金を納付します。
　ͦして、ै 業һのୀ৬時に、中ୀڞからୀ৬金がै業һにࢧわれ
ます（ただしֻ金の納付が12月未満の場合、ୀ৬金はࢧわれませΜ）。
　なお、్ 中でస৬した場合で条݅を満たせば、લのا業でのֻ金納付
࣮をͦのまま৽しいܖに௨算することができます。
事業ຊࡁڞ業ୀ৬金ا中খߏ機ࡁڞ労者ୀ৬金ۈは、ಠ立行法人ࡉৄ　

ʤ中小企業ୀ৬金ࡁڞ制についてʥ
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中小企業ୀ৬金ࡁڞ制の֓ཁ� （令和̒年４月１日ࡏݱ）

◆ՃೖͰ͖る企業（中小企業）
Լهのいずれかに֘するا業であればՃೖできます。

業 種 の૯ֹࢿຊ金のֹまたはग़ࢿ

または

ৗ時ޏ༻するै業һ数

Ұൠ業種（製造・ݐ設業） ３ԯԁ以下 300人以下

卸ച業 １ԯԁ以下 100人以下

αーϏス業 5000ສԁ以下 100人以下

খച業 5000ສԁ以下 50人以下

。するै業һ数によります༺ޏ業ެӹ法人の場合は、ৗ時ا人ݸˎ

◆Ճೖさͤるै業һ
則、ै業һはશһՃೖ͞せて͘だ͞い。ただし、事業ओ、һ等はՃೖݪ

できません。
◆Ճೖのखଓ
ॴ定のਃࠐॻを取ѻ金༥ؔػ、ҕୗ事業ओஂମまたはҕୗอݥձࣾにఏग़

して͘だ͞い。
ˎਃࠐॻは、தୀڞ本෦、取ѻ金༥ؔػまたはҕୗ事業ओஂମ等に求し
て͘だ͞い。

◆ຖ月のֻ金
ֻ金݄額は�000ԁから30000ԁまでの1�छྨからै業һ͝とにબできま

す。ύʔτλΠϜै業һは�000ԁ、3000ԁ、4000ԁの特例ֻ金݄額બで
きます。ຖ݄のֻ金は、事業ओがࢦ定した༬金࠲ޱからৼり替えられます。
ॳΊてՃೖする事業ओに対して、ֻ金݄額の̎分の１（ै業һ͝とに上ݶ

�000ԁ）をՃೖ後̐か݄から１間、ࠃがॿし、特例ֻ金݄額は͞らに
上せしてॿします。また、1�000ԁҎԼのֻ金݄額を増額มߋする事業
ओに対して、増額分の̏分の１の額を増額した݄から１間、ࠃがॿします。
（ただし一෦対象外あり）
◆ୀ৬金のडྖ
ୀ৬金額はֻ金݄額とֻ金ೲ付݄数にԠ͡て法ྩで定Ίられています。ୀ

৬したै業һの求に基ͮき、தୀڞ本෦からୀ৬金が支払われます。

ʲ主なؔ条จʳதখا業ୀ৬金ࡁڞ法第̏条、第̐条、第10条、第��条

中小企業ୀ৬金ࡁڞ制の֓ཁ�中小企業ୀ৬金ࡁڞ制の֓ཁ�
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ձ͕ࣾ͠࢈て͠まͬͨら

ɹෆにして、ձࣾが࢈した場合や、ݸ人ܦӦの事業ओがࣗ࢈ഁݾした
場合は、労働ݖ࠴額の֬定など、ਝかつత֬なॲஔをとる必要がありま
す（Լه参র）。
ɹなお、࢈のखଓ（ഁ࢈、ձࣾߋ生、意ཧなど）によͬては、対ॲ
の方法がҟなる場合あります（ӈϖʔδ参র）。
（）࢈Πίʔϧ労働ܖのऴྃではありません。

１ɹ労働ݖ࠴のࠜڌとͳるࢿྉूΊ
˗給ྉ明ࡉॻ、賃金ா、ݯઘऩථ、༬ஷ金通ா（࠲ޱৼࠐの場合）
˗就業規則（賃金規定、ୀ৬金規定をؚΉの）
˗労働協、ݸʑの労働者の労働ܖॻ・労働条݅通ॻ
˗ै業һ໊、ॅॴ、労働時間ཧهなどをೖखする。
˗�法人の場合は、ొه事߲ূ明ॻなどを法ہでೖखする（法人の代ද者
やһのॅ໊ࢯॴなどのใऩ集）。

２ɹ労働ݖ࠴とޏ用Λ֬อするͨΊのखஈ
。のよ͏な֬ೝॻ（֮ॻ、労働合であれば協定）を締結する࣍˗
ɹ˓労働ݖ࠴（賃金Ŋ ୀ৬金Ŋ ղޏ༧ࠂख等）֬ೝॻ（ӈϖʔδ参র）
ɹ˓ձࣾ࢈ࢿৡ協定、ݖ࠴ৡ協定、ݖ࠴ৡ通ॻ
˗�ձࣾ事業ॴを֬อする（労働合であれば合事ॴを֬อし、事業ॴ
使用協定を締結）。
ɹ˓ձࣾ࢈ࡒのࢄҳを͗、֬ݖ࠴อ׆ಈのڌになる。

３ɹࡋखଓによる労働ݖ࠴の֬อとճऩのखஈ
˗ઌ取特ݖに基ͮ͘差ԡ
˗Ծ差ԡ
˗賃金Ծॲ分のਃཱ、؆қࡋॴの支払ಜଅなどのਃཱ

４ɹ賃金のࢧの֬อにؔする法に基ཱͮ͘ସ（þüϖʔδࢀর）
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労働֬ݖ࠴ೝॻ

ઌऔಛݖ

ɹ労働ݖ࠴には、一ൠઌ取特ݖとい͏ଞのݖ࠴者に༏ઌしてหࡁをडける
。があります（の一छݖ୲อ）རݖ
˗ઌ取特ݖを実ߦする（ਖ਼ࣜなૌুはෆ要）には、給ྉ明ࡉॻなどޏ用ؔ
差ԡ໋ݖ࠴ྉをఏग़します（数日でࢿとະ払賃金額をূ明するࡏのଘ
ྩがग़ることあります）。
˗ただし、ݖ等の୲อݖ、੫金・ࣾձอݥྉが༏ઌします。

࢈खଓのछྨ

労働֬ݖ࠴ೝॻ労働֬ݖ࠴ೝॻ

ઌऔಛݖઌऔಛݖ

࢈खଓのछྨ࢈खଓのछྨ

֬ೝॻ
ɹࣾのԼैه業һに対するະ払賃金ٴͼୀ৬金の額は࣍のとおりであることを֬ೝします
（ୀ৬前であれば、ʮࡏݱのະ払額ٴͼຖ݄ʷʷ日に支払͏賃金額は֤人ཝࡌهの額に૬ҧあ
りません。ʯ等とॻ͘）。
ɹ˓˓݄˓日
ɹɹɹɹɹɹࣜגձࣾʷʷʷʷ
ɹɹɹɹɹɹ代ද取締ɹɹɹʷʷʷʷɹɹɹҹ

൪ɹ߸ ɹ໊ࢯ ॅɹॴ ະ払賃金額 ୀ৬金額

（）ূ明者は、代ද取締やܦཧ՝など、ձࣾଆでূ明できるཱ場にある者ならよい。
ɹɹ�また、Կຕの用ࢴになるときは、ূ明者のܖҹをすること。

所がؔ༩するࡋ
法的࢈खଓ

（種　　　類）
ਗ਼算ܕ

ܕݐ࠶

࢈ഁ
特別ਗ਼算
ຽ事࠶生
会社更生

（労働ݖ࠴のѻい）
人とのަব必要ですࡒ࢈ഁ
われることありますࢧՄで༏ઌ的にڐ所のࡋ
ຽ事࠶生खଓにؔなく༏ઌしてࢧわれます
更生खଓ։始決定લ６か月間の未金は௨ৗͲおり
われますࢧ

決まͬたखଓのない任意理 労働ݖ࠴が֬保される保ূはありませΜ、ਝな対ॲ
が必要です
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ͨ͠࢈߹のະ賃金

ະ賃金のཱସ制は、ا業の࢈にい、賃金が支払われないまま
ୀ৬した労働者に対してʮ賃金の支払の֬อ等にؔする法ʯに基ͮき、
そのະ払賃金の͏ͪ一෦をが事業ओに代わͬてཱ替払する制度です。
ಠཱߦ法ਓ労働ऀ݈҆߁શߏػが本制度を実ࢪし、ཱ替払をͬߦた時

は、ߏػはそのཱ替払金に૬する額について賃金求ݖを代Ґ取得し、
事業ओ等に求ঈします。
ୀ৬後̒か݄Ҏに、ࡋॴのഁ࢈खଓ։࢝等のਃཱてまたは労働基

準ಜॺの事実上の࢈のೝ定ਃがな͞れていることが必要です。
ձࣾが࢈して賃金のະ払がൃ生した場合は、できるだけૣ͘労働基準
ಜॺにߦき、૬ஊしましΐ͏。

ཱସのखଓ

˗ະ払賃金૯額等について、ഁࡒ࢈人等のূ明（法上の࢈の場合）、
または労働基準ಜॺの֬ೝ（事実上の࢈の場合）をडけます。
˗法上の࢈の場合は、ࡋॴのഁ࢈खଓ։࢝等のܾ定日または໋ྩ日
のཌ日から̎Ҏに、事実上の࢈の場合は、労働基準ಜॺが
のೝ定をした日のཌ日から̎Ҏにະ払賃金のཱ替払求ॻを労働࢈
者݈҆߁શߏػにఏग़します。

１　労ࡂ保険のద༻事業で１年以上事業׆ಈを行ͬていた事業ओ（法人、
にい金が࢈業のا、され༺ޏ人はいませΜ）に労働者としてݸ
（४法第９条の労働者に限るج労働）われないままୀ৬した人ࢧ

または労働（の場合࢈法上の）खଓ։始のਃ立日࢈所へのഁࡋ　２
（の場合࢈事࣮上の）のೝ定ਃ日࢈४ಜॺ長に対する事࣮上のج
の６か月લの日から２年の間に、ͦのا業をୀ৬した人

３　未金ֹについて、ഁࡒ࢈人のূ໌（法上の࢈の場合）、
または労働ج४ಜॺ長の֬ೝ（事࣮上の࢈の場合）を受けた人

４　未金の૯ֹが２ສԁ以上

ཱସΛड͚る͜と͕Ͱ͖るਓ（࣍のཁ݅ΛຬͨすਓͰす。）

ཱସのखଓཱସのखଓ
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ཱସのखଓ

˗ະ払賃金૯額等について、ഁࡒ࢈人等のূ明（法上の࢈の場合）、
または労働基準ಜॺの֬ೝ（事実上の࢈の場合）をडけます。
˗法上の࢈の場合は、ࡋॴのഁ࢈खଓ։࢝等のܾ定日または໋ྩ日
のཌ日から̎Ҏに、事実上の࢈の場合は、労働基準ಜॺが
のೝ定をした日のཌ日から̎Ҏにະ払賃金のཱ替払求ॻを労働࢈
者݈҆߁શߏػにఏग़します。

１　労ࡂ保険のద༻事業で１年以上事業׆ಈを行ͬていた事業ओ（法人、
にい金が࢈業のا、され༺ޏ人はいませΜ）に労働者としてݸ
（४法第９条の労働者に限るج労働）われないままୀ৬した人ࢧ

または労働（の場合࢈法上の）खଓ։始のਃ立日࢈所へのഁࡋ　２
（の場合࢈事࣮上の）のೝ定ਃ日࢈४ಜॺ長に対する事࣮上のج
の６か月લの日から２年の間に、ͦのا業をୀ৬した人

３　未金ֹについて、ഁࡒ࢈人のূ໌（法上の࢈の場合）、
または労働ج४ಜॺ長の֬ೝ（事࣮上の࢈の場合）を受けた人

４　未金の૯ֹが２ສԁ以上

ཱସΛड͚る͜と͕Ͱ͖るਓ（࣍のཁ݅ΛຬͨすਓͰす。）

৬
ୀ
ɾ
ޏ
ղ

��

ཱସのରとͳるʮະ賃金ʯのྫ

ཱସの上限ֹ

ɹཱ替払͞れる金額は、ະ払賃金૯額（定ظ賃金とୀ৬ख）の100分の
�0の額です。ただし、ະ払賃金૯額には、ୀ৬日のྸによる࣍のよ͏な
度額を超えるときは、ཱ替払͞れる金額ݶ度額があり、ະ払賃金૯額がݶ
は、ݶ度額の100分の�0となります。

ະ賃金のཱସ制にؔする૬ஊɾ߹ͤ
○͓ۙ͘の労働基४ಜॺ（øûúϖʔδࢀর）
○ φʔίஊ૬ସཱ金賃ະ（ػߏશ҆ऀ݈߁働労）ಠ ʔ）�ί� 0ûû ûúø ÿ66ú

ཱସのରとͳཱସのରとͳ

ཱସの上限ֹཱସの上限ֹ

ʤ例ʥ　ୀ৬日に48歳で࣮ࡍの未金ֹが470ສԁの場合、
　　　45歳以上の限度ֹ370ສԁを超えているので、立ସされる金ֹは、
　　　370ສԁʷ80ˋ 2́�6ສԁとなります。

ୀ৬に͓͚るྸ ະۚ૯ֹの限ֹ ཱସの্限（限ֹのׂ̔）

45歳以上
30歳以上45歳未満
30歳未満

370ສԁ
220ສԁ
110ສԁ

2�6ສԁ
176ສԁ
88ສԁ

ୀ৬日の６か月લの日
（例 2024.10.12）

定期金క日：ຖ月20日

期日：当月26日ࢧ ୀ৬日
（例 2025.4.12）

労働者݈҆߁શ機
に対する立ସߏ
ٻの日のલ日

この期間にࢧ期日が౸དྷしている未の定期金及び
ୀ৬ख当が立ସの対になります。ただし、未金૯
ֹが２ສԁ未満のときは対外です。

�月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
26
日

26
日

26
日

26
日

26
日

26
日

26
日

26
日（日ׂ）

金

期
定

金

期
定

金

期
定

金

期
定

金

期
定

金

期
定

金

期
定 定期金 ୀ৬ख当

3月21日から
4月12日まで
の金
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༗ظ労働ܖの労働݅、ແظసϧʔϧ

ɹ有ظ労働ܖ（ظ間の定Ίのある労働ܖ）は、ύʔτλΠϜ労働者、ݣ労働者、Ξϧ
όΠτ、ܖࣾһ、ୗなどでଟ͘ݟられます

◆１ճのܖظ間の上限（労働基४法ୈøû）
ɹ労働ܖのظ間を定Ίる場合、ݪ則̏を超えるظ間とすることはできません。ただし、
特例としてᶃまたはᶄの場合は５、ᶅの場合はその必要なظ間を上ݶとすることができます。
ᶃ�ઐతなࣝ、ٕज़またはݧܦであͬてߴ度ののを有する労働者が、そのߴ度なઐత
ࣝ等を必要とする業に就͘場合
ᶄຬ�0ࡀҎ上の労働者をޏいೖれる場合
ᶅ一定の事業のྃに必要なظ間を定Ίる労働ܖの場合（有ظのݐ設事等）

৽上限にؔする໌ࣔʲ令和̒年４月１日制վਖ਼ʳߋ、৽の基४ߋ◆
ɹ労働基準法第1�条では、労働ܖ締結（ߋ৽ؚΉ）時の労働条݅の明示を使用者にٛ付
けていますが（１ɼ̎ ϖʔδ参র）、ܖظ間の定Ίがある場合は、ߋ৽の༗ແ、ߋ৽͋りの
߹のஅ基४、ߋ৽上限（௨算ܖظ間まͨߋ৽ճの上限）の༗ແとͦの༰につい
て明示が必要です（労働基準法ߦࢪ規則第５条第１߲第１߸の̎）。
ɹまた、ߋ৽上限Λ৽ͨにઃ͚ͨり、ॖͨ͠りする߹、ͦのཧ༝Λ͋らか͡Ίઆ໌す
ることが必要です（ࢭޏΊ等にؔする基準第１条、��ϖʔδ参র）。
ɹなお、ࠓൠのվਖ਼によりߋ৽上ݶを定Ίなければならないとい͏ことではありません。ߋ
৽上ݶ等を設ける場合の明示ٛを定Ίたのです。

ɹʮແظసϧʔϧʯと
ɹಉ一の使用者との間で有ظ労働ܖが௨算５年Λ͑て෮ߋ৽͞れた場合は、労働者の
ਃࠐみにより、ظ間の定Ίのない労働ܖにసします（労働ܖ法第1�条）。労働者がແظ
సをਃしࠐんだ場合、使用者はそれをڋ否することができません。

6�

ແظ労働ܖのస

ʮແظసϧʔϧʯと（労働ܖ法第1�条）

ಉ一の使用者との間で有ظ労働ܖが通算５を超えて෮ߋ৽͞れた場合は、
労働者のਃࠐみにより、ظ間の定Ίのない労働ܖにసします。労働条݅はผ段
の定Ίがないݶり、前の条݅とಉ͡となります。５のΧϯτはฏ��݄̐
１日Ҏ後に։࢝する有ظ労働ܖからが対象です。

◆௨算͠ͳいܖظ間の計算について
ಉ一の使用者のとで、１Ҏ上の有ظ労働ܖとその࣍の有ظ労働ܖの間に

̒か݄Ҏ上のܖがないظ間（ۭനظ間）があるときは、そのۭനظ間より前の有
。は５のΧϯτにはؚΊません（いわΏるΫʔϦϯά）ܖ労働ظ
前の有ظ労働ܖのܖظ間（̎つҎ上の有ظ労働ܖがあるときは通算した

間で１ظ間とし、そのظ間はその̎分の１Ҏ上のظ間）が１ະຬの場合、ۭനظ
か݄にຬたない数は１か݄となります。

˓େֶٴͼڀݚ։ൃ法ਓのऀڀݚについては、ແظ労働ܖのసのਃࠐみ
には、有ظ労働ܖが通算10を超えることが必要です。
˓ಓݝ労働ہからೝ定をडけた事業ओは、ᶃʮ５年Λ͑るҰ定のظ間に
ྃする業ʯにैࣄする、ߴऩೖかつߴのઐతࣝΛ༗する༗ޏظ用労働
ऀ（上限ø0年）͕、ͦの業にै͠ࣄているظ間、ᶄ定年ޙҾ͖ଓいてޏ用され
る༗ޏظ用労働ऀ͕、ͦのࣄ業ओに定年ޙҾ͖ଓいてޏ用されるظ間について、
ແظసਃݖࠐがൃ生しない特例ાஔがあります。

なお、有ܖظ労働者がແظసϧʔϧをるػձがগないことから、制度がվ
ਖ਼͞れ、ྩ （̒�0�4）݄̐１日より、ແظసਃݖࠐがൃ生するܖߋ৽時にਃ
。ձを明示すること等が使用者ଆにٛͮけられます（ӈϖʔδ参র）ػのࠐ

̍̍̍̍̍̍

ʲܖ期間が１年の場合の例ʳ　　
５年

‑

݁
క

‑

৽
更

‑

৽
更

‑

৽
更

‑

৽
更

‑

৽
更

‑


స

無期労働契約

‑

Έ
ࠐ
ਃ
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◆௨算͠ͳいܖظ間の計算について
ɹಉ一の使用者のとで、１Ҏ上の有ظ労働ܖとその࣍の有ظ労働ܖの間
に̒か݄Ҏ上のܖがないظ間（ۭനظ間）があるときは、そのۭനظ間より前
の有ظ労働ܖは５のΧϯτにはؚΊません（いわΏるΫʔϦϯά）。
ɹ前の有ظ労働ܖのܖظ間（̎つҎ上の有ظ労働ܖがあるときは通算し
たظ間）が１ະຬの場合、ۭനظ間はその̎分の１Ҏ上のظ間とし、そのظ間
で１か݄にຬたない数は１か݄となります。

○େֶٴͼڀݚ։ൃ法ਓのऀڀݚについては、ແظ労働ܖのసのਃࠐ
みには、有ظ労働ܖが通算10を超えることが必要です。

˓事業ओがಓݝ労働ہからೝ定をडけた場合は、ᶃʮ５年Λ͑るҰ定のظ
間にྃする業ʯにैࣄする、ߴऩೖかつߴのઐతࣝΛ༗する༗ظ
Ҿ͖ଓいてޙ間、ᶄ定年ظている͠ࣄ用労働ऀ（上限ø0年）͕、ͦの業にैޏ
間にظ用されるޏҾ͖ଓいてޙ業ओに定年ࣄ用労働ऀ͕、ͦのޏظ用される༗ޏ
ついて、ແظసਃݖࠐがൃ生しない特例ાஔがあります。

◆ແظసにかかる労働݅໌ࣔʲ令和̒年４月１日制վਖ਼ʳ
ɹ対象となる労働者がແظసϧʔϧをるػձがগないことから、ແظసਃ
、৽のλΠϛϯά͝とに、ॴ定の労働条݅明示にՃえߋܖがൃ生するݖࠐ
ᶃແظసΛਃࠐΉ͜と͕Ͱ͖るࢫ（ແظసਃػࠐձ）
ᶄແظసޙの労働݅
をॻ໘ަ付（対象労働者がرした場合にݶりϑΝΫγϛϦまたはిࢠϝʔϧ等
Մ）により明示することが必要となりました（労働基準法ߦࢪ規則第５条ٴͼ
ಉ条第５߲・第߲̒）。
ɹまた、ແظస後の労働条݅を明示する際は、その労働条݅をܾ定するにあた
り就業の実ଶにԠ͡てଞのʮ通ৗの労働者ʯ（�0ϖʔδ参র）とのόϥϯεを考ྀ
した事߲について、対象労働者にઆ明するよ͏Ίることと͞れています（ࢭޏ
Ί等にؔする基準第５条、��ϖʔδ参র）。
ɹなお、ແظస後の労働条݅は、ผ段の定Ίがないݶり、ແظస前とಉ一の
のが適用͞れることにཹ意して͘だ͞い。
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༗ظ労働ܖの労働݅、ແظసϧʔϧ

ɹແظ労働ܖసਃࠐॻɾडཧ௨ॻのྫ

ແ期労働ܖసਃࠐॻ

　　　　　　　　　　　఼

ਃग़日　　　　　年　　月　　日

ਃग़者ࢯ名　　　　　　　　　ҹ

期間ܖ期間の末日までに௨算ܖのܖ在の有期労働ݱ、はࢲ　
が５年を超えますので、労働ܖ法第18条第１項にͮجき、期間
の定めのない労働ܖ（ແ期労働ܖ）へのసをਃしࠐΈます。

ແ期労働ܖసਃࠐΈ受理௨ॻ

　　　　　　　　　　　఼

受理日　　　　　年　　月　　日

৬ࢯ名　　　　　　　　　　　ҹ

　あなたから　　　　年　　月　　日にఏग़されたແ期労働ܖస
。ॻについて受理しましたので௨しますࠐਃ

�� ��



ύʔτ༗ޏظ用Ͱ働͘ਓのͨΊに

ʮ時間労働ऀٴͼ༗ޏظ用労働ऀのޏ用ཧのվળにؔする法ʯ（ύʔτ
λΠϜɾ༗ޏظ用労働法）では、ύʔτや有ޏظ用で働͘人の۰差ผのղফと
。していますࢦ۰をߧۉ等ۉ
ɹʮ時間労働者ʯ（ύʔτλΠϜ労働者）とは、１週間のॴ定労働時間がಉ一の
事業ओにޏ用͞れるʮ通ৗの労働者ʯ（˞）にൺてい労働者をࢦし、ʮ有ޏظ
用労働者ʯとは、事業ओとظ間の定Ίのある労働ܖを締結している労働者をࢦ
します。したがͬて、ύʔτλΠϚʔ、ΞϧόΠτ、ୗ、ܖࣾһ、準ࣾһな
ど、ݺͼ方はҧͬていて前ड़の条݅をຬたせば、ύʔτλΠϜ・有ޏظ用労働
法のอޢ対象となります。

˞ʮ通ৗの労働者ʯとは、ಉ一の事業ओにޏ用͞れるਖ਼規ޏ用労働者（ແޏظ用ϑϧλΠϜ
労働者）をいいます。ແޏظ用ϑϧλΠϜ労働者とは、事業ओとظ間の定Ίのない労働ܖ
を締結しているϑϧλΠϜ労働者をいいます。通ৗの労働者のதに、૯合৬、一ൠ৬、
。用ཧ۠分がありますޏ定ਖ਼ࣾһなど༷ʑなݶ

◆労働݅の໌ࣔ
ɹ事業ओは、ύʔτλΠϜ・有ޏظ用労働者をޏいೖれたとき（ܖのߋ৽時を
ؚΉ）は、労働基準法における労働条݅にؔするॴ定の事߲（１、̎ϖʔδ参র）
にՃえて、ʮঢ給の有ແʯ、ʮୀ৬खの有ແʯ、ʮ与の有ແʯ、ʮޏ用ཧのվળ
等にؔする૬ஊ૭ޱʯをจॻのަ付等により明示しなければなりません（ύʔτ
λΠϜ・有ޏظ用労働法第̒条、ಉ法ߦࢪ規則第̎条）。

◆ύʔτλΠϜɾ༗ޏظ用労働ऀにରする۰にؔするઆ໌ٛ
ɹ事業ओは、ύʔτλΠϜ・有ޏظ用労働者をޏいೖれͨと͖（ܖのߋ৽時を
ؚΉ）は、やかにෆ߹ཧͳ۰ࠩのࢭې、۰のࠩผతऔѻいのࢭې、賃金の
ܾ定ํ法、ڭҭ܇࿅の࣮ࢪ、རްੜࢪઃのར用、௨ৗの労働ऀのసΛਪਐ
するͨΊのાஔのޏ用ཧ上のાஔの༰についてઆ໌しなければなりません
（ύʔτλΠϜ・有ޏظ用労働法第14条第１߲）。
ɹまた、ύʔτλΠϜ・有ޏظ用労働者からٻΊ͕͋ͬͨと͖は、௨ৗの労働ऀ
との間の۰ࠩの༰ɾཧ༝、۰のܾ定に͠ࡍて߲ࣄྀͨ͠ߟΛઆ໌しなけれ
ばなりません（ύʔτλΠϜ・有ޏظ用労働法第14条第߲̎）。
ɹなお、આ明を求Ίたことをཧ༝としてղޏそのଞෆརӹな取ѻいをしてはなり
ません。
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ύʔτ༗ޏظ用Ͱ働͘ਓと௨ৗの労働ऀとのෆ߹ཧͳ۰ࠩのࢭې

ɹಉ一ا業におけるʮ通ৗの労働者ʯ（�0ϖʔδ参র）とύʔτλΠϜ・有ޏظ
用労働者との間のෆ合ཧな۰の差をな͘し、どのよ͏なޏ用ܗଶをબして
۰にೲ得して働きଓけることができるよ͏、ύʔτλΠϜ・有ޏظ用労働法や
労ݣͼٴ用労働者ޏظ規則、ಉ一労働ಉ一賃金ΨΠυϥΠϯ（時間・有ߦࢪ
働者に対するෆ合ཧな۰のࢭې等にؔするࢦ）等が定Ίられています。

◆ෆ߹ཧͳ۰ࠩのࢭې
ɹಉ一ا業において、通ৗの労働者とύʔτλΠϜ・有ޏظ用労働者との間で、
基本給や与等あらΏる۰についてෆ合ཧな۰差を設けることは͞ࢭېれて
います。
ɹᶃ৬༰（業の༰ٴͼのఔ度）、ᶄ৬༰・ஔのมൣߋғ、ᶅ
そのଞの事の༰の͏ͪ֘۰のੑ࣭・తにরらして適とೝΊられる
のを考ྀしてෆ合ཧとೝΊられる۰差を設けてはなりませんʪߧۉ۰ن定ʫ
（ύʔτλΠϜɾ༗ޏظ用労働法ୈ̔）。

◆ࠩผతऔѻいのࢭې
ɹ৬༰（業の༰ٴͼのఔ度）が通ৗの労働者とಉ一で、શޏ用ظ間
தの৬༰ٴͼஔのมൣߋғが通ৗの労働者のมൣߋғとಉ一とࠐݟまれる
場合、ύʔτλΠϜ・有ޏظ用労働者であることをཧ༝として、差ผత取ѻいを
してはなりませんʪۉ۰ن定ʫ（ύʔτλΠϜɾ༗ޏظ用労働法ୈ̕）。

۰Λ֬อするͨΊにߧۉ業ओ͕ࣄ◆
ɹ厚生労働省では、事業ओがύʔτλΠϜ労働者・有ޏظ用労働者の۰վળに
けて取みをਐΊられるよ͏、खॱॻや法対ԠνΣοΫπʔϧ等をެදしてい
ます。
˓ύʔτλΠϜ・有ޏظ用労働法対ԠのたΊの取खॱॻ（ྩ５݄̒൛）
ɹIUUQT���XXX�NIMX�HP�KQ�DPOUFOU�001133�77�QEG
ʻ参রʼଟ༷な働き方の実ݱԠԉαΠτɹIUUQT���QBSU�UBOKJLBO�NIMX�HP�KQ�
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ಉҰ労働ಉҰ賃金ΨΠυϥΠϯの֓ཁ

◆ಉҰ労働ಉҰ賃金ΨΠυϥΠϯの֓ཁ
（時間ɾ༗ޏظ用労働ऀٴͼݣ労働ऀにରするෆ߹ཧͳ۰のࢭېにؔするࢦ）
このΨΠυϥΠϯ（ࢦ）は、ਖ਼ࣾһ（ແޏظ用ϑϧλΠϜ労働者）とඇਖ਼規ࣾһ（ύʔ

τλΠϜ労働者・有ޏظ用労働者・ݣ労働者）との間で、۰差がଘࡏする場合に、
いかなる۰差がෆ合ཧなのであり、いかなる۰差がෆ合ཧなのでないのか、ݪ
則となる考え方ٴͼ۩ମ例を示したのです。ݪ則となる考え方が示͞れていない۰
や۩ମ例に֘しない場合については、֤ࣾの労使でݸผ۩ମの事にԠ͡てٞして
い͘ことがまれます。

˞۰ࠩが不合理か൱かは、࠷終的に࢘法においてஅされることにごཹ意ください。

ॻࡉ༩明څ
基ຊڅ

ԁ
৬手

ԁ
௨ۈ手

ԁ
༩

ԁ
手֎ؒ࣌

ԁ
ਂ出ۈ手

ԁ
手ۈ出ٳ

ԁ
Ո手

ԁ
ॅ手

ԁ

家族手当・住宅手当等

賞 与

役職手当等

基 本 給

通勤手当等

時間外手当等

労働者のʮ①ྗຢは経ݧに応͡てʯ、ʮ②業ຢはՌに応͡てʯ、ʮᶅۈଓ年数に応͡
てʯڅࢧする場合は、①、②、ᶅに応͡た෦について、ಉҰであればಉҰのڅࢧをٻめ、
Ұ定のҧいがあͬた場合には、ͦ の૬ҧに応͡たڅࢧをٻめている。

ਖ਼社һとಉҰの時間外、休日、ਂ 労働を行ͬたύーτλΠム労働者・有期ޏ༻労働者
には、ಉҰのׂ૿でڅࢧをしなければならない。

ύーτλΠム労働者・有期ޏ༻労働者にはਖ਼社һとಉҰのڅࢧをしなければならない。
˞ಉ様のख当・・・単ෝ任ख当（ಉҰのڅࢧ要݅を満たす場合）

ਖ਼社һとύーτλΠム労働者・有期ޏ༻労働者の金の決定ج४・ϧーϧにҧいがある
ときは、ʮকདྷのׂ期がҟなるためʯというओ؍的・ந的આ໌ではりず、金の
決定ج४・ϧーϧのҧいについて、৬務༰、৬務༰・ஔの変更ൣғ、ͦ のଞの事情
の؍٬的・具体的な࣮ଶに照らして不合理なのであͬてはならない。

会社の業への労働者のݙߩに応͡てڅࢧするのについては、ਖ਼社һとಉҰのݙߩ
であるύーτλΠム労働者・有期ޏ༻労働者には、ݙߩに応͡た෦につき、ಉҰのࢧ
ͦ、にҰ定のҧいがある場合においてはݙߩ、をしなければならない。またڅ の૬ҧに応
͡たڅࢧをしなければならない。

労働者の৬の༰に対してڅࢧするのについては、ਖ਼社һとಉҰの৬にबくύー
τλΠム労働者・有期ޏ༻労働者には、ಉҰのڅࢧをしなければならない。
また、৬の༰にҰ定のҧいがある場合においては、ͦ の૬ҧに応͡たڅࢧをしなけ
ればならない。
˞ಉ様のख当・・・特घ࡞業ख当（ಉҰのة険度ຢは࡞業ڥの場合）
　　　　　　　　特घۈ務ख当（ಉҰのۈ務形ଶの場合）
　　　　　　　　ਫ਼օۈख当（ಉҰの業務༰の場合）　　　　　

Ոख当、ॅ ख当はΨ
ΠυϥΠϯにはࣔされていな
いが、均ߧ・均۰の対
となͬており、֤ 社の労で
別具体の事情に応͡てٞݸ
していくことがまれる。
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ύʔτ༗ޏظ用Ͱ働͘ਓと௨ৗの労働ऀとのෆ߹ཧͳ۰ࠩのࢭې

˗ύʔτλΠϜɾ༗ޏظ用労働ऀに適用されるब業نଇの࡞ɾมߋ時に
ύʔτλΠϜɾ༗ޏظ用労働ऀのա代දऀのҙݟΛௌऔ͠ま͠ΐ͏
ɹ就業規則を࡞またはมߋしよ͏とするときは、使用者は労働者のա
数で৫する労働合、それがない場合は労働者のա数を代දする者の
意ݟをௌ͘ことが必要ですが、ύʔτλΠϜ・有ޏظ用労働者にる事߲
について、৽たに࡞またはมߋしよ͏とするときは、ύʔτλΠϜ・有
をௌ͘よ͏にΊݟ用労働者のա数を代දするとೝΊられる者の意ޏظ
なければなりません（ύʔτλΠϜ・有ޏظ用労働法第̓条）。

◆ύʔτλΠϜɾ༗ޏظ用労働ऀから௨ৗの労働ऀసするνϟϯεΛ
ɹ事業ओは、通ৗの労働者のసをਪਐするたΊ、࣍のいずれかのાஔ
を͡ߨなければなりません（ύʔτλΠϜ・有ޏظ用労働法第13条）。
ʓ�通ৗの労働者を募集する場合、その募集༰をطにޏ用しているύʔτ
λΠϜ・有ޏظ用労働者にपする。
ʓ�通ৗの労働者のϙετをࣾެ募する場合、طにޏ用しているύʔτλ
ΠϜ・有ޏظ用労働者にԠ募するػձを与える。
ʓ�ύʔτλΠϜ・有ޏظ用労働者が通ৗの労働者సするたΊのݧࢼ制
度を設ける。
ʓそのଞ通ৗの労働者のసをਪਐするたΊのાஔをߨずる。

◆ύʔτλΠϜɾ༗ޏظ用労働ऀからの૬ஊۤのਃग़にରԠΛ
˓�事業ओは、ύʔτλΠϜ・有ޏظ用労働者からの૬ஊにԠ͡、適に対
ԠするたΊのମ制をඋしなければなりません（ύʔτλΠϜ・有ޏظ
用労働法第1�条）。
˓�また、ۤのਃग़をडけたときは、ࣗओతなղܾをਤるよ͏にΊなけ
ればなりません（ύʔτλΠϜ・有ޏظ用労働法第��条）。
˓�ฆ૪をૣظにղܾするたΊに、ಓݝ労働ہを通͡てʮฆ૪ղܾԉ
ॿʯやʮௐఀʯの制度をར用できる場合あります（ߧۉ۰や۰差
の༰・ཧ༝にؔするઆ明について対象となります）。
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◆ύʔτλΠϜ労働ऀと੫金

ʲύʔτλΠϜ労働ऀの年ऩと੫金ʳ

ύーτλΠム労働者の年ऩ ˞１
ຊ人に੫金がかかるかͲうか ຊ人のۮ者の所ಘから߇আが受け

られるかͲうか（所ಘ੫・ॅຽ੫）
所ಘ੫ ॅຽ੫（所ಘׂ） ۮ者߇আ ۮ者特別߇আ

100ສԁ以下 ʷかからない ʷかからない ○受けられる ˞2 ʷ受けられない
100ສԁ超 103ສԁ以下 ʷかからない ○かかる ○受けられる ˞2 ʷ受けられない
103ສԁ超 201.6ສԁ未満 ○かかる ○かかる ʷ受けられない ○受けられる ˞2

201.6ສԁ以上 ○かかる ○かかる ʷ受けられない ʷ受けられない

˞１ 年ऩはऩೖがڅ༩ऩೖだけの場合を定しています。
˞２ ύーτλΠム労働者のۮ者の年ऩが11�5ສԁ（˞３）を超えると、ۮ者߇আ及びۮ者特別߇আ

は受けられませΜ。
˞３ ύーτλΠム労働者のۮ者の年ऩの要݅は、23歳未満のැཆを有するなͲのҰ定の場合は変更

されます。

◆ύʔτλΠϜ労働ऀと߇ऀۮ除ɾऀۮಛผ߇除

ʲύʔτλΠϜ労働ऀの年ऩと߇ऀۮ除ֹɾऀۮಛผ߇除ֹʳ

制度の種類 ύーτλΠム労働者の年ऩ ˞１
ύーτλΠム労働者のۮ者の年ऩ ˞１・３

10�5ສԁ以下 10�5ສԁ超
1145ສԁ以下

1145ສԁ超
11�5ສԁ以下

ۮ者߇আ 103ສԁ以下 38（33）ສԁ 26（22）ສԁ 13（11）ສԁ

 ۮ 者
特別߇আ

103ສԁ超 150ສԁ以下 38（33）ສԁ 26（22）ສԁ 13（11）ສԁ
150ສԁ超 155ສԁ以下 36（33）ສԁ 24（22）ສԁ 12（11）ສԁ
155ສԁ超 160ສԁ以下 31（31）ສԁ 21（21）ສԁ 11（11）ສԁ
160ສԁ超 166.8ສԁ未満 26（26）ສԁ 18（18）ສԁ �（�）ສԁ

166.8ສԁ以上 175.2ສԁ未満 21（21）ສԁ 14（14）ສԁ 7（7）ສԁ
175.2ສԁ以上 183.2ສԁ未満 16（16）ສԁ 11（11）ສԁ 6（6）ສԁ
183.2ສԁ以上 1�0.4ສԁ未満 11（11）ສԁ 8（8）ສԁ 4（4）ສԁ
1�0.4ສԁ以上 1�7.2ສԁ未満 6（6）ສԁ 4（4）ສԁ 2（2）ສԁ
1�7.2ສԁ以上 201.6ສԁ未満 3（3）ສԁ 2（2）ສԁ 1（1）ສԁ
201.6ສԁ以上 0（0）ԁ 0（0）ԁ 0（0）ԁ

ˎද中の߇আֹは、所ಘ੫の߇আֹ、（　）は、ॅ ຽ੫の߇আֹです。

ύʔτの੫金

ɹ１間の給与ऩೖ（ऩ）が100ສԁを超えるとॅຽ੫	ॴ得割
が、103ສԁを超えるとॴ得
੫が՝੫͞れます（ॅຽ੫（ۉ等割）の՝੫については、おॅまいのࢢொଜなどにお合せ
͘だ͞い）。通ۈख（通ৗの給与にՃ算して支給͞れるのにݶる）は、ަ通ؔػ等をར用
している人については１か݄あたりの合ཧతなӡ賃等の額（ݶߴ࠷度1�ສԁ）がඇ՝੫と͞
れます。ࣾձอݥྉ、一定額の生໋อݥྉ、一定のอݥྉ等はॴ得から߇除できます。

ɹύʔτλΠϜ労働者のۮ者のऩが11��ສԁ（˞̏）ҎԼの場合は、ύʔτλΠϜ労働者
のऩٴͼύʔτλΠϜ労働者のۮ者のऩによͬて、࣍のදのとおりとなͬています。
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ύʔτのࣾձอ߁݈、ݥஅ

◆ࣾձอݥ（݈߁อݥɾްੜ年金อݥ）
ɹすての法人事業ॴと、ৗ時５人Ҏ上の労働者をޏ用するݸ人事業ॴ（αʔϏε業等の一
定の業छを除͘）は、ࣾձอݥのڧ制適用事業ॴとなり、そこで働͘労働者はݪ則としてඃ
อݥ者となります。
ɹܖظ間が̎か݄Ҏの労働者などはݪ則除外͞れますが、ޏ用ظ間のࠐݟみが̎か݄を
超える場合（ॳのޏ用ظ間が̎か݄Ҏであͬて、ܖߋ৽͞れる場合があるࢫが明示
͞れている場合等）は、ܖظ間のॳからඃอݥ者と͞れます。

ɹύʔτλΠϜ労働者については、就業規則やޏ用ܖॻ等で定Ίられたʮ１ि間のॴ定労
働時間ٴͼ１か月のॴ定労働日͕ಉ͡事業ॴでಉ༷の業にै事している௨ৗの労働ऀの
４分の３以上ʯとい͏要݅をຬたす場合はඃอݥ者となります。
ɹまた、上ه要݅をຬた͞ない場合で、࣍のશての要݅をຬたすύʔτλΠϜ労働者はඃ
อݥ者となります（ࣾձอݥの適用֦େ）。

（1）�厚生金อݥのඃอݥ者数が101人Ҏ上ʲ˞üøਓ以上ʳのا業（特定適用事業ॴ）に
Ίていること（˞ྩۈ （̒�0�4）10݄より�1人Ҏ上にվਖ਼）

（�）週のॴ定労働時間が�0時間Ҏ上
（3）ܾまͬた賃金の݄額が��000ԁҎ上（ऩ算で10�ສԁҎ上）
ɹɹ（࠷賃金法で࠷賃金に算ೖしない賃金（通ۈखやՈखなど）等は算ೖせず）
まれるࠐݟ間が̎か݄を超えてظ用ޏ（4）
（�）ֶ生（休ֶதや夜間ֶ生を除͘）でないこと

˓上（1）هに֘しない場合で、労使合意（労働者の̎分の１Ҏ上と事業ओがࣾձอݥに
Ճೖすることについて合意すること）に基ͮきਃग़をする法人・ݸ人の事業ॴ、または方
から（�）までの要݅をすてຬたすύʔτλΠϜ労働（�）هମにଐする事業ॴで、上ஂڞެ
者は、ࣾձอݥのඃอݥ者となります。

◆ʮ年ऩのนʯରࡦについて
ɹύʔτ・ΞϧόΠτで働͘方が、いわΏるʮऩのนʯを意ࣝして、ࣾձอݥまたはࠃຽ
金・ࠃຽ݈߁อݥのอݥྉෛ୲をආけ、就業ௐしてしま͏ことがあります。厚生労働省
では、こ͏したʮऩのนʯを意ࣝせずに働けるͮ͘ڥりを後ԡしするたΊ、事業ओの
ॿ金支給や、ඃැཆ者ೝ定のԁԽなどを実ࢪしています。
ʻ参রʼऩのน・支ԉڧԽύοέʔδɹIUUQT���XXX�NIMX�HP�KQ�TUG�UBJPV@001@0000��IUNM
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１ि間の所定
労働時間及び
１か月の所定
労働日数が௨
ৗの労働者の
４の３以上
である人

߁務ઌの݈ۈ
保険にՃೖ

厚生年金保険
にՃೖ

労働者数101人（51人ʪ˞1ʫ）以上
かつ年ऩ106ສԁ以上、

ͦのଞ要 を（ページࠨ݅）
શて満たす人

ʲ社会保険のద༻֦େʳ

保険にՃೖ߁務ઌの݈ۈ

厚生年金保険にՃೖ

ۮ者のۈ務ઌの
保険のඃැཆ者߁݈

ʪ˞3ʫ

ຽ年金の第３号ࠃ
ඃ保険者	保険ྉ不要


ʪ˞3、4ʫ

原則として年ऩ130ສԁ
（180ສԁʪ˞2ʫ）未満で

ओにۮ者のऩೖで
生計をҡ࣋している人

原則として年ऩ130ສԁ
（180ສԁʪ˞2ʫ）以上

ある人

保険にՃೖ߁ຽ݈ࠃ

ຽ年金にՃೖࠃ
第１号ඃ保険者

ʪ˞4ʫ

１ि間の所定労働時間または１か月の所定労働日数が
௨ৗの労働者の４の３未満である人

労働者数101人（51人）未満または
ʲ社会保険のద༻֦େʳに当てはまらない人

࿑
ಇ
࣌
ؒ
ỏ
年
ऩ


݈
߁
อ
ݥ

年
ۚ

ʲࣾձอݥの適用ཁ݅と年ऩʳ

˞１　厚生年金保険のඃ保険者数で算定。ྩ６（2024）年10月より51人以上にվਖ਼。
˞２　 ೝ定対者が60歳以上の場合（݈߁保険のΈ）またはおおΉͶ厚生年金保険法によるো厚生年金の受څ要

݅に該当するఔ度のোがい者である場合
˞３　 ۮ者が݈߁保険・厚生年金保険にՃೖしていない場合は、ࠃຽ݈߁保険のඃ保険者・ࠃຽ年金の第１号ඃ

保険者となります。
˞４　ೝ定対者が20歳未満または60歳以上の場合は、ࠃຽ年金の第１号または第３号ඃ保険者になりませΜ。

◆ύʔτλΠϜ労働ऀの݈߁அ
ɹ事業ओは、࣍のいずれの要݅ຬたすύʔτλΠϜ労働者に対して、労働҆શӴ生法に基
ͮき、݈߁அを実ࢪしなければなりません（11�ϖʔδ参র）。
によܖ間の定Ίのある労働ظ用͞れる人、またはޏによりܖ間の定Ίのない労働ظ�（1）

りޏ用͞れる人の͏ͪ、ܖظ間が１Ҏ上（特定業にै事する場合には̒か݄Ҏ上）
である人、ܖߋ৽により１Ҏ上ޏ用͞れることが༧定͞れている人、ܖߋ৽によ
り１Ҏ上引きଓきޏ用͞れている人

（�）�１週間のॴ定労働時間がその事業ॴでಉछの業を͏ߦ通ৗの労働者の̐分の̏Ҏ上で
ある人

ʲ࣮͠ࢪͳ͚れͳらͳいओͳ݈߁அʳ
˓�ৗ時ޏ用するύʔτλΠϜ労働者に対するޏೖれ時の݈߁அ、１Ҏ͝とに１回の定
அ߁݈ظ
˓�深夜業等にৗ時ै事するύʔτλΠϜ労働者に対するஔえ時の݈߁அٴͼ̒か݄Ҏ
͝とに１回の定߁݈ظஅ など
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ݣ労働と

労働ऀࣄݣ業とは、ݩݣ事業ओ（ҎԼʮݩݣʯとい͏。）がࣗݾの
ઌのたΊに労働にैݣのと、このྩ໋شࢦઌのݣ用する労働者をޏ
事͞せることを業として͏ߦことをいいます。
ɹݩݣが労働者ݣ事業をӦΉたΊには、厚生労働େਉのڐՄをडけな
ければなりません（労働者ݣ法第５条）。

ݣとෛのҧい
ɹෛとは、ෛ業者がจओとෛܖを結んで事を引きडけ、
ෛ業者がޏ用する労働者をྩ໋شࢦして、ෛ業者のでܖした
とҟなり、業のݣ結͞せるのです。ෛの場合は労働者事を
ߦにؔするࢦ示、労働時間ཧにؔするࢦ示等はෛ業者ࣗらがߦい
ます。

用する労働者に、ޏと͞れていて、ෛ業者のܖతにෛࣜܗ
จओがྩ໋شࢦ等を͏ߦと、事実上はʮݣʯとなり、ʮِෛʯと
みな͞れることがあります（�7ϖʔδʮҧ法ݣʯ参র）。

労働ऀݣ法に基͖ͮ、労働ऀݣΛ͜͏ߦと͕Ͱ͖ͳい業
（労働者ݣ法第̐条）
ᶃߓӡૹ業、ᶄݐ設業、ᶅܯඋ業、ᶆҩࢣޢ、ࢣ等ҩྍؔの
業（ࣾձࢪࢱ設等ٴͼհ༧定࢈、ݣ前࢈後・ҭࣇ・հޢ休業等の
代替などを除͘）、ᶇ人事労ؔの͏ͪݣઌにおけるஂମަবまたは労
働基準法に規定する協定の締結等のたΊの労使協ٞの際に使用者ଆの
事者として͏ߦ業、ᶈห࢘・࢜ޢ法ॻ・࢜ཧݐங࢜等の業

　ݣ 　ෛ

労働者ܖݣ
　ݩ　ݣ

ݣ労働者

　ݣ　ઌ
ෛܖ

用ؔޏ
・用ؔޏ
ؔྩ໋شࢦؔྩ໋شࢦ

 ෛ ۀ 者 　จ　主

労　働　者

労働ऀݣ法に基͖ͮ労働ऀݣ法に基͖ͮ
（（労労
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ݣ労働と

労働ऀࣄݣ業とは、ݩݣ事業ओ（ҎԼʮݩݣʯとい͏。）がࣗݾの
ઌのたΊに労働にैݣのと、このྩ໋شࢦઌのݣ用する労働者をޏ
事͞せることを業として͏ߦことをいいます。
ɹݩݣが労働者ݣ事業をӦΉたΊには、厚生労働େਉのڐՄをडけな
ければなりません（労働者ݣ法第５条）。

ݣとෛのҧい
ɹෛとは、ෛ業者がจओとෛܖを結んで事を引きडけ、
ෛ業者がޏ用する労働者をྩ໋شࢦして、ෛ業者のでܖした
とҟなり、業のݣ結͞せるのです。ෛの場合は労働者事を
ߦにؔするࢦ示、労働時間ཧにؔするࢦ示等はෛ業者ࣗらがߦい
ます。

用する労働者に、ޏと͞れていて、ෛ業者のܖతにෛࣜܗ
จओがྩ໋شࢦ等を͏ߦと、事実上はʮݣʯとなり、ʮِෛʯと
みな͞れることがあります（�7ϖʔδʮҧ法ݣʯ参র）。

労働ऀݣ法に基͖ͮ、労働ऀݣΛ͜͏ߦと͕Ͱ͖ͳい業
（労働者ݣ法第̐条）
ᶃߓӡૹ業、ᶄݐ設業、ᶅܯඋ業、ᶆҩࢣޢ、ࢣ等ҩྍؔの
業（ࣾձࢪࢱ設等ٴͼհ༧定࢈、ݣ前࢈後・ҭࣇ・հޢ休業等の
代替などを除͘）、ᶇ人事労ؔの͏ͪݣઌにおけるஂମަবまたは労
働基準法に規定する協定の締結等のたΊの労使協ٞの際に使用者ଆの
事者として͏ߦ業、ᶈห࢘・࢜ޢ法ॻ・࢜ཧݐங࢜等の業
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 ෛ ۀ 者 　จ　主

労　働　者

ݣ


��

労働ऀܖݣのక݁に͋ͨり定Ίͳ͚れͳらͳい͜と

ݩݣとݣઌは、労働者ܖݣの締結にあたり、࣍の事߲を定Ίなければな
りません（労働者ݣ法第��条）。

◆ඞͣ定Ίͳ͚れͳらͳい͜と
ᶃ業༰
ᶄݣ労働者がै事する業に͏
のఔ度
ᶅݣઌの事業ॴ໊শ・ॴࡏ、就業の
場ॴ、৫୯Ґ
ᶆྩ໋شࢦ者にؔする事߲
ᶇظݣ間・ݣ就業をする日
ᶈ࢝業ٴͼऴ業時ࠁ、休ܜ時間
ᶉ҆શٴͼӴ生にؔする事߲
ᶊݣ労働者からのۤॲཧにؔする事߲
ᶋ労働者ܖݣのղ除にあたͬてߨずる
ݣ労働者のޏ用の҆定をਤるたΊに必
要なાஔにؔする事߲（৽たな就業ػձ
の֬อ、休業ख等のඅ用ෛ୲等）

ᶌݩݣ者ٴͼݣઌ者にؔす
る事߲
ᶍݣઌが労働者ݣのऴྃ後にݣ労
働者をޏ用する場合のฆ૪ࢭાஔ
ᶎݣ労働者を協定対象ݣ労働者にݶ
定するか否かのผ
ᶏݣ労働者をແޏظ用ݣ労働者また
は�0ࡀҎ上の者にݶ定するか否かのผ
ᶐݣ労働者の人数の定Ί

◆ඞཁにより定Ίる͜と（ओͳ߲ࣄ）
ᶑݣ就業日Ҏ外の就業Մ日・時間外労働の時間数
ᶒݣ労働者のࢱの増ਐのたΊのศٓڙ与にؔする事߲
ᶓݣՄظ間の制ݶをडけない業にる労働者ݣにؔする事߲
ᶔհ༧定ݣの場合の業༰や労働条݅等にؔする事߲

հ༧定ݣと

ظݣ間ऴྃまでにݩݣからݣઌにݣ労働者を৬業հすることを༧定
してݣ就業͞せるので、ظ間は࠷で̒か݄です。ݣઌでのޏ用がෆௐ
にऴわͬた場合は、ݩݣはݣ労働者からの求ΊにԠ͡てݣઌにཧ༝を֬ೝし、
ݣ労働者にॻ໘等で明示しなければなりません。

労働ऀܖݣのక݁に͋ͨり定Ίͳ͚れͳらͳい͜と労働ऀܖݣのక݁に͋ͨり定Ίͳ͚れͳらͳい͜と

հ༧定ݣとհ༧定ݣと

ݩݣ

ݣ労ಇऀ 労ಇऀ

ओ༺ޏ

৬ۀհྩ໋شࢦ ܖ用ޏܖ用ޏ

労働者ܖݣ

˞৬業հ事業の
Մซせて必ڐ　
　要になります。

ݣઌ

ݣ
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ݣ労働とޏ用ܗଶにかかわらͳいެਖ਼ͳ۰の֬อ

ෆ߹ཧͳ۰ࠩΛղফするͨΊの۰の֬อ（労働者ݣ法第30条の̏΄か）

ݩݣは、ෆ合ཧな۰差をղফするたΊ、ʮݣઌۉ等・ߧۉ方ࣜʯ、ʮ労使協定方ࣜʯ
のいずれかの方ࣜにより、ݣ労働者の۰を֬อしなければなりません。
◆ʮݣઌۉɾࣜํߧۉʯݣઌの௨ৗの労働ऀとのۉɾߧۉ۰

۰の༰ۉ○
ᶃ৬༰、ᶄ৬༰・ஔのมൣߋғがಉ͡場合には、ࠩผతͳऔѻいΛࢭې

۰の༰ߧۉ○
ɹɹᶃ৬༰、ᶄ৬༰・ஔのมൣߋғ、ᶅそのଞの事の૬ҧを考ྀしてෆ߹
ཧͳ۰ࠩΛࢭې

◆ʮ労ڠ定ํࣜʯҰ定のཁ݅Λຬͨす労ڠ定による۰

ա数労働合またはա数代ද者とݩݣとの間で一定の事߲を定Ίた労使協定を
ॻ໘で締結し、労使協定で定Ίた事߲を९कしているときは、一෦の۰を除き、この
労使協定に基ͮき۰がܾ定͞れることになります。賃金は、ݣ労働者がै事する業
とಉछの業にै事する一ൠ労働者のฏۉతな賃金の額（厚生労働省がެදし、ຖ
。৽͞れる༧定）とಉ等Ҏ上にしなければなりませんߋ

˗ݩݣからؔ者に対して、۰ܾ定方ࣜについて、ᶃ労使協定を締結しているか否
か、ᶄ労使協定を締結している場合には、労使協定の対象となるݣ労働者のൣғ、
労使協定の有ޮظ間のऴظをใఏڙしなければなりません。

ෆෆ߹߹

ݩݣ

ݣઌ

ۉݣ等ʗߧۉ
ʪ௨ৗの労働者ʫ ʪݣ労働者ʫ

۰ใのఏٛڙ

ݣઌ ݣ 労使協定の締結

ʪ使用者ʫա労働߹
PS

աද者
ݣ労働者ؚΉ

ݩݣ

ݩݣ

ݣઌ

ۉݣ等ʗߧۉ
ʪ௨ৗの労働者ʫ ʪݣ労働者ʫ

۰ใのఏٛڙ

ݣઌ ݣ 労使協定の締結

ʪ使用者ʫա労働߹
PS

աද者
ݣ労働者ؚΉ

ݩݣ
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ݣ労働とޏ用ܗଶにかかわらͳいެਖ਼ͳ۰の֬อ

ෆ߹ཧͳ۰ࠩΛղফするͨΊの۰の֬อ（労働者ݣ法第30条の̏΄か）

ݩݣは、ෆ合ཧな۰差をղফするたΊ、ʮݣઌۉ等・ߧۉ方ࣜʯ、ʮ労使協定方ࣜʯ
のいずれかの方ࣜにより、ݣ労働者の۰を֬อしなければなりません。
◆ʮݣઌۉɾࣜํߧۉʯݣઌの௨ৗの労働ऀとのۉɾߧۉ۰

۰の༰ۉ○
ᶃ৬༰、ᶄ৬༰・ஔのมൣߋғがಉ͡場合には、ࠩผతͳऔѻいΛࢭې

۰の༰ߧۉ○
ɹɹᶃ৬༰、ᶄ৬༰・ஔのมൣߋғ、ᶅそのଞの事の૬ҧを考ྀしてෆ߹
ཧͳ۰ࠩΛࢭې

◆ʮ労ڠ定ํࣜʯҰ定のཁ݅Λຬͨす労ڠ定による۰

ա数労働合またはա数代ද者とݩݣとの間で一定の事߲を定Ίた労使協定を
ॻ໘で締結し、労使協定で定Ίた事߲を९कしているときは、一෦の۰を除き、この
労使協定に基ͮき۰がܾ定͞れることになります。賃金は、ݣ労働者がै事する業
とಉछの業にै事する一ൠ労働者のฏۉతな賃金の額（厚生労働省がެදし、ຖ
。৽͞れる༧定）とಉ等Ҏ上にしなければなりませんߋ

˗ݩݣからؔ者に対して、۰ܾ定方ࣜについて、ᶃ労使協定を締結しているか否
か、ᶄ労使協定を締結している場合には、労使協定の対象となるݣ労働者のൣғ、
労使協定の有ޮظ間のऴظをใఏڙしなければなりません。

ݩݣ

ݣઌ

ۉݣ等ʗߧۉ
ʪ௨ৗの労働者ʫ ʪݣ労働者ʫ

۰ใのఏٛڙ

ݣઌ ݣ 労使協定の締結

ʪ使用者ʫա労働߹
PS

աද者
ݣ労働者ؚΉ

ݩݣ

ݩݣ

ݣઌ

ۉݣ等ʗߧۉ
ʪ௨ৗの労働者ʫ ʪݣ労働者ʫ

۰ใのఏٛڙ

ݣઌ ݣ 労使協定の締結

ʪ使用者ʫա労働߹
PS

աද者
ݣ労働者ؚΉ

ݩݣ
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◆ݣઌからݩݣの۰ใのఏڙ
۰ܾ定方ࣜがʮݣઌۉ等・ߧۉ方ࣜʯ、ʮ労使協定方ࣜʯのいずれの場合、

ݣઌはあらか͡Ίݩݣに対し、ݣ労働者がै事する業͝とにൺֱ対象者の
賃金等۰にؔする一定のใをఏڙする必要があります。
ɹݩݣは、ݣઌから上هのใఏڙがないときは、労働者ܖݣを締結して
はなりません。

ݣ労働ऀにରするઆ໌ٛ（労働者ݣ法第31条の̎）

ͼઆ໌ٴ時の労働݅の໌ࣔݣೖれ時ޏ◆
ɹݩݣは、ݣ労働者のޏೖれ時に、労働基準法における労働条݅にؔするॴ定
の事߲（１、̎ϖʔδ参র）にՃえ、ᶃঢ給の有ແ、ᶄୀ৬खの有ແ、ᶅ与の
有ແ、ᶆ労使協定の対象となるݣ労働者であるか否か（対象である場合には、労
使協定の有ޮظ間のऴظ）、ᶇݣ労働者からਃग़をडけたۤのॲཧにؔする事߲、
ᶈΩϟϦΞΞοϓાஔ（ڭҭ܇࿅やΩϟϦΞίϯαϧςΟϯάの༰）をจॻのަ
付等により明示しなければなりません。
ɹݣ時には、上هᶃからᶆの事߲にՃえ、賃金（ୀ৬खٴͼྟ時に支払われる
賃金を除͘）のܾ定等にؔする事߲、休暇にؔする事߲をจॻのަ付等により明示
しなければなりません。労使協定方ࣜの場合は、上هᶆのみ明示することが必要で
す（あわせて就業条݅の明示必要です。�1、��ϖʔδ参র）。

◆ෆ߹ཧͳ۰ࠩΛղফするͨΊにͣߨるાஔのઆ໌
ɹݩݣは、ݣ労働者のޏೖれ時やݣ時に、ᶃݣઌۉ等・ߧۉ方ࣜによりど
のよ͏なાஔをߨずるか、ᶄ労使協定方ࣜによりどのよ͏なાஔをߨずるか、ᶅ৬
༰、৬のՌ、意ཉ、ྗまたはݧܦそのଞの就業の実ଶにؔする事߲をצ
Ҋしてどのよ͏に賃金（一෦のखを除͘）ܾ定するかについて、ॻ໘の׆用その
ଞの適な方法によりઆ明しなければなりません。

◆ݣ労働ऀからٻΊ͕͋ͬͨ߹のઆ໌
ݩݣ、ݣ労働ऀからٻΊ͕͋ͬͨ߹に、۰の૬ҧの༰ٴͼཧ༝

について、ʮݣઌۉɾࣜํߧۉʯ、ʮ労ڠ定ํࣜʯ͝とに定ΊられͨҰ定のࣄ
߲Λઆ໌しなければなりません。
また、ݩݣは、આ明を求Ίたことをཧ༝として、ղޏそのଞෆརӹな取ѻいを

してはなりません。

ݣ労働ऀにରするઆ໌ٛݣ労働ऀにରするઆ໌ٛ

ݣ
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ݣ労働ऀのब業݅の໌ࣔ

ݣ労働ऀのब業݅の໌ （ࣔ労働者ݣ法第34条΄か）

˗ݩݣは、ݣ労働者に対して、あらか͡Ίݣઌに͓͚るब業 （݅業༰・就業
場ॴ等）を、ॻ໘（֘ݣ労働者がرした場合にݶりϑΝΫγϛϦまたはిࢠϝʔ
ϧ等Մ）により明示しなければなりません（Ϟσϧ༷ࣜ：ӈϖʔδ参র）。
˗ݩݣは、ݣ労働者としてޏ用しよ͏とする労働者に対し、ݣ労働ܖ締結前に、
ᶃޏ用した場合の賃金のࠐݟみ額等の۰にؔすること、ᶄݩݣの事業ӡӦにؔす
ること、ᶅ労働者ݣ制度の֓要等について、આ明しなければなりません。
˗ݩݣは、ΠϯλʔωοτなどによりݩݣのϚʔδϯ率やڭҭ܇࿅等にؔするใ
ఏڙをしなければなりません。
˗ݩݣは、ޏいೖれよ͏とする場合等に、ݣ労働者に対し、労働者ݣにؔするྉ金
の額をॻ໘等により明示しなければなりません。

άϧʔϓ企業ݣの̔割ن制（労働者ݣ法第�3条の̎）

ݩݣがଐするάϧʔϓا業のݣはશମの８割ҎԼに制͞ݶれます。

日ޏݣのݪଇࢭې（ú0日以のظ間Λ定Ίてޏ用する労働ऀݣ）
（労働者ݣ法第3�条の̐）
の場合を除き࣍、です。ただし、例外としてࢭې則ݪはݣޏ間が30日Ҏの日ظ用ޏ

ます。
○ྩ第４条第１項で定める࣍の業務についてݣする場合

①情ใॲ理γスςム։ൃ、②機械設計、ᶅ事務༻機࡞ૢث、ᶆ௨༁、༁、記、ᶇൿॻ、ᶈ
ϑΝΠϦϯά、ᶉௐ査、ᶊࡒ務、ᶋқ、ᶌσϞϯスτϨーγϣϯ、ᶍఴ、ᶎ受付・Ҋ、
ᶏڀݚ։ൃ、ᶐ事業の࣮ࢪ体制のاը、立Ҋ、ᶑॻ੶の制࡞・ฤ集、ᶒࠂσβΠϯ、ᶓ
̤̖Πϯスτϥクγϣϯ、ᶔηーϧスΤϯジχΞのӦ業、金༥品のӦ業、ᶕ社会ࢪࢱ
設においてࢣޢが行うޢ業務

○ྩ第４条第２項で定める࣍のいずれかに該当する人をݣする場合
①60歳以上、②ޏ༻保険のద༻を受けないֶ生、ᶅ෭業として日ޏݣにै事（生業ऩೖ
が500ສԁ以上）、ᶆओたる生計者でない（ੈଳऩೖが500ສԁ以上）

৬１ޙ年以のݩのۈઌのݣのࢭې（労働者ݣ法第3�条の５΄か）

ݩݣが৬後１Ҏの労働者と労働ܖを結ͼ、ݣ労働者としてݩのۈઌに
ݣすることはできず、ݩのۈઌが֘者をݣ労働者としてडけೖれることࢭې
͞れます。ただし、�0ࡀҎ上の定ୀ৬者はࢭې対象から除外͞れます。

ݣ労働ऀのब業݅の໌ࣔݣ労働ऀのब業݅の໌ࣔ

άϧʔϓ企業ݣの̔割ن制άϧʔϓ企業ݣの̔割ن制

日日ޏޏ
（（労労

৬৬
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ݣ労働ऀのब業݅の໌ࣔ

ݣ労働ऀのब業݅の໌ （ࣔ労働者ݣ法第34条΄か）

˗ݩݣは、ݣ労働者に対して、あらか͡Ίݣઌに͓͚るब業 （݅業༰・就業
場ॴ等）を、ॻ໘（֘ݣ労働者がرした場合にݶりϑΝΫγϛϦまたはిࢠϝʔ
ϧ等Մ）により明示しなければなりません（Ϟσϧ༷ࣜ：ӈϖʔδ参র）。
˗ݩݣは、ݣ労働者としてޏ用しよ͏とする労働者に対し、ݣ労働ܖ締結前に、
ᶃޏ用した場合の賃金のࠐݟみ額等の۰にؔすること、ᶄݩݣの事業ӡӦにؔす
ること、ᶅ労働者ݣ制度の֓要等について、આ明しなければなりません。
˗ݩݣは、ΠϯλʔωοτなどによりݩݣのϚʔδϯ率やڭҭ܇࿅等にؔするใ
ఏڙをしなければなりません。
˗ݩݣは、ޏいೖれよ͏とする場合等に、ݣ労働者に対し、労働者ݣにؔするྉ金
の額をॻ໘等により明示しなければなりません。

άϧʔϓ企業ݣの̔割ن制（労働者ݣ法第�3条の̎）

ݩݣがଐするάϧʔϓا業のݣはશମの８割ҎԼに制͞ݶれます。

日ޏݣのݪଇࢭې（ú0日以のظ間Λ定Ίてޏ用する労働ऀݣ）
（労働者ݣ法第3�条の̐）
の場合を除き࣍、です。ただし、例外としてࢭې則ݪはݣޏ間が30日Ҏの日ظ用ޏ

ます。
○ྩ第４条第１項で定める࣍の業務についてݣする場合

①情ใॲ理γスςム։ൃ、②機械設計、ᶅ事務༻機࡞ૢث、ᶆ௨༁、༁、記、ᶇൿॻ、ᶈ
ϑΝΠϦϯά、ᶉௐ査、ᶊࡒ務、ᶋқ、ᶌσϞϯスτϨーγϣϯ、ᶍఴ、ᶎ受付・Ҋ、
ᶏڀݚ։ൃ、ᶐ事業の࣮ࢪ体制のاը、立Ҋ、ᶑॻ੶の制࡞・ฤ集、ᶒࠂσβΠϯ、ᶓ
̤̖Πϯスτϥクγϣϯ、ᶔηーϧスΤϯジχΞのӦ業、金༥品のӦ業、ᶕ社会ࢪࢱ
設においてࢣޢが行うޢ業務

○ྩ第４条第２項で定める࣍のいずれかに該当する人をݣする場合
①60歳以上、②ޏ༻保険のద༻を受けないֶ生、ᶅ෭業として日ޏݣにै事（生業ऩೖ
が500ສԁ以上）、ᶆओたる生計者でない（ੈଳऩೖが500ສԁ以上）

৬１ޙ年以のݩのۈઌのݣのࢭې（労働者ݣ法第3�条の５΄か）
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͞れます。ただし、�0ࡀҎ上の定ୀ৬者はࢭې対象から除外͞れます。

ݣ
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ब業݅໌ࣔॻの༷ࣜྫ

Ϟσϧबۀ条݅໌ࣔॻ
年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　఼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業所　名　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地
名 ҹࢯ者　৬༺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
。を行いますݣの条݅で労働者࣍

業 務  ༰

ब 業 場 所 事業所、෦ॺ名
所在地 （電話番号　　　　　　　　　　　　　）

組 ৫ 単 位

ࢦ ش ໋ ྩ 者 ৬名　　　　　　　　　ࢯ名

 ݣ 期 間

　　　　　年　　　月　　　日から　　　　　年　　　月　　　日まで
（ݣઌの事業所における期間制限に৮する日） 年　　月　　日
（組৫単位における期間制限に৮する日） 年　　月　　日

　なお、ݣઌの事業所におけるݣՄ期間の延長について、当該खଓをదਖ਼に
行ͬていない場合ݣ労働者ݸ人単位の期間制限の৮日を超えて労働者ݣ
の務のఏڙを受けた場合は、ݣઌは労働ܖਃࠐΈΈなし制度の対となる。

ब 業 日 及 び
ब 業 時 間

ब業日
ब業時間 　　時　　　から　　　時　　　まで
（うͪ休ܜ時間　　　時　　　から　　　時 まで）

҆ શ 及 び Ӵ 生

時 間 外 労 働 及 び
休 日 労 働

時間外労働（ແʗ有）　ˠ （１日　　　時間�ि　　　時間�月　　　時間）
休 日 労 働（ແʗ有）　ˠ （１月　　　ճ）

 ݣ ݩ  任 者 ৬名　　　　　　　ࢯ名 （電話番号　　　　　　　）

 ݣ ઌ  任 者 ৬名　　　　　　　ࢯ名 （電話番号　　　　　　　）

 ར 厚 生 ࢪ 設 の
ར ༻ 

ۤ情のॲ理・ਃग़ઌ ਃग़ઌ　ݩݣ：৬名　　　　　ࢯ名 （電話番号　　　　　　　）
　　　　ݣઌ：৬名　　　　　ࢯ名 （電話番号　　　　　　　）

 ݣ ܖ  ղ আ の
場 合 の ા ஔ

ݣઌがݣ労働者をޏ༻
する場合のฆ૪ࢭાஔ

උ ߟ

ʮ˞業務༰ʯཝには、ݣઌにおいてै事する業務の༰、ͦの業務に必要とされるྗ、任のఔ度を
具体的に記載します。

ब業݅໌ࣔॻの༷ࣜྫब業݅໌ࣔॻの༷ࣜྫ

ݣ
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ݣ労働のظ間制限

ݣઌࣄ業ॴ୯Ґのظ間制限（労働者ݣ法第40条の̎΄か）
（ӈϖʔδɾਤ１ࢀর）
ಉ一のݣઌの事業ॴ等͝との業に対して、ݣできるظ間は̏がݶ度で

す。ݣઌが̏を超えてडけೖれよ͏とする場合は、事業ॴ୯Ґのظ間制ݶの
৮日の１か݄前までに、ݣઌの事業ॴ等のա数労働合等に対して、ݣ
Մظ間をԆしよ͏とする事業ॴ等やԆしよ͏とするظ間をॻ໘で通し、
意ݟをௌ͘必要があります。ҟٞがあͬた場合には、ݣઌは対Ԡ方等をઆ明
するٛがあります（１回の意ݟௌ取でԆできるظ間は̏まで、その後ಉ
༷に意ݟௌ取खଓを͏ߦことで、͞らにडけೖれがՄ）。
（）ݣઌの事業ॴ等͝との業について、労働者ݣのऴྃ後に࠶ͼݣする場合、

ଓしてܧはݣ間が̏か݄を超えないときは、労働者ظの間の࢝։ݣの࣍ऴྃとݣ
いるのとみな͞れます。

ʲࣄ業ॴと৫୯Ґの定ٛʳ
事　業　所 組　৫　単　位

①工場・事務所・ళฮなͲ場所的にଞの事務所からಠ立し
ていること

②経Ӧの単位として、人事・経理・ࢦಋಜ・働きํなͲがあ
るఔ度ಠ立していること

ᶅࢪ設として、Ұ定期間ܧଓするのであること
なͲの؍から、࣮ ଶにଈしてஅされます。
。ຊ的にはಉ͡جえํとߟ保険のద༻事業所にؔする༺ޏˎ

いわΏるʮ՝ʯʮάϧーϓʯ
なͲ、業務としての類ੑࣅ、
ؔ࿈ੑがあり、組৫の長が業
務、労務理上のشࢦ
ಜݖ限を有するのとし
て、࣮ଶにଈしてஅされま
す。

ʲա労働߹にରするҙݟௌऔのྲྀれʳ

ݣݣ
（ӈϖ（ӈϖ

過数
労働組合

ݣઌ

ᶅݣՄ期間の
　延長（３年以）

②対応ํ
　のઆ໌

①意ݟௌऔ

ॻ໘௨
σーλఏڙ

ҟٞ

２年 11 か月 ３年

ݣ։始

ॻ໘の保ଘ・प
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ݣ労働のظ間制限
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ॻ໘の保ଘ・प

ݣ


��

ݣ労働ऀݸਓ୯Ґのظ間制限（労働者ݣ法第40条の̏΄か）
（上هɾਤ２ࢀর）
ಉ一のݣ労働者を、ݣઌの事業ॴ等におけるಉ一の৫୯Ґ͝との業に
対して、ݣできるظ間は̏がݶ度となります。ݸ人୯Ґのظ間制ݶのԆは
できません。৫୯Ґをมえればಉ一の事業ॴ等に引きଓきಉ一のݣ労働者を
̏をݶ度としてݣできますが、事業ॴ୯Ґのظ間制ݶによるݣՄظ間が
Ԇ͞れていることが前ఏとなります。
（）ݣઌの事業ॴ等におけるಉ一の৫୯Ґ͝との業について、労働者ݣのऴྃ後

にಉ一のݣ労働者を࠶ͼݣする場合、ݣऴྃと࣍のݣ։࢝の間のظ間が̏か
݄を超えないときは、労働者ݣはܧଓしているのとみな͞れます。

。はありませんݶ間制ظ人୯Ґのݸͼٴは、例外として事業ॴ୯Ґݣの࣍˝
・ݩݣにແޏظ用͞れるݣ労働者をݣする場合
する場合ݣ労働者をݣҎ上のࡀ�0・
・ऴظが明֬な有ظϓϩδΣΫτ業にݣ労働者をݣする場合
・日数ݶ定業（ݣઌの通ৗの労働者の１か݄間のॴ定労働日数の分ҎԼかつ݄10
日ҎԼしかߦわれない業）にݣ労働者をݣする場合
ݣ労働者をݣ休業等を取得する労働者の業にޢ休業、հࣇ後休業、ҭ࢈前࢈・
する場合

ݣ労働ݣ労働
（（上上

ਤ̍ɹۀࣄॴ୯Ґͷݶ੍ؒظ ਤ̎ɹݸਓ୯Ґͷݶ੍ؒظ

ॴۀࣄ

̏ ̏

F

C

A

G

E

B

D

̏

ॴۀࣄ
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用の҆定とΩϟϦΞΞοϓޏ

（法第30条ݣ労働者）ࢪ用҆定ાஔの࣮ޏ

◆ݩݣのٛ
ɹݩݣには、そのޏ用する有ޏظ用ݣ労働者がݣऴྃ後引きଓき
就業をرしている場合は、࣍のよ͏なݣऴྃ後のޏ用ܧଓのたΊのા
ஔを͡ߨる必要があります。

ᶃݣઌのޏ用のґཔ
ᶄ৽たなݣઌのఏڙ（就業条݅がྗやݧܦ等にরらして合ཧతな
のにݶる）
ᶅݩݣでのݣ労働者Ҏ外の労働者としてのແޏظ用
ᶆそのଞ҆定したޏ用のܧଓをਤるたΊに必要なાஔ（ޏ用をҡ࣋した
ままの有給のڭҭ܇࿅、հ༧定ݣ等、省ྩで定Ίるの）

なお、֘ޏ用҆定ાஔを͡ߨるにあたͬて、ݩݣはあらか͡Ίݣ
労働者からرする֘ાஔの༰をௌ取するととに、ௌ取した༰を
ݩݣཧாにࡌهしておかなければなりません。

定ાஔの対者҆༺ޏ ݩݣの務の༰

ಉҰの組৫単位にܧଓして３年間ݣされるࠐݟΈがある人 ①～ᶆのいずれかを͡ߨるٛ務（˞）

ಉҰの組৫単位にܧଓして１年以上３年未満ݣされるࠐݟΈがある人 ①～ᶆのいずれかを͡ߨるྗٛ務

（上記以外の人で）ݩݣにޏ༻された期間が௨算１年以上の人 ②～ᶆのいずれかを͡ߨるྗٛ務
˞ಉҰの組৫単位にܧଓして３年間ݣされるࠐݟΈがある人に対して、ޏ༻҆定ાஔとして①を͡ߨ

た݁Ռ、ޏ༻にࢸらなかͬたときは、別్②～ᶆのいずれかのાஔを͡ߨなければなりませΜ。

ΩϟϦΞΞοϓાஔの࣮ࢪ（労働者ݣ法第30条の̎）

◆ݩݣのٛ
˓ΩϟϦΞΞοϓをਤるたΊの段階తかつମܥతなڭҭ܇࿅
特にແޏظ用ݣ労働者に対しては、その৬業生׆のશظ間を通͡てそ
の有するྗを有ޮにൃشできるよ͏にྀしなければなりません。
者に対するΩϟϦΞ・ίϯαϧςΟϯά等ر˓

用用ޏޏ

ΩΩϟϟ
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用の҆定とΩϟϦΞΞοϓޏ

（法第30条ݣ労働者）ࢪ用҆定ાஔの࣮ޏ
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者に対するΩϟϦΞ・ίϯαϧςΟϯά等ر˓

ݣ
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ݣઌによる適ਖ਼ͳݣब業の֬อ（労働者ݣ法第40条）

˗ݣઌは、ݣྉ金について、ʮݣઌۉ等・ߧۉ方ࣜʯまたはʮ労使協定方ࣜʯ
による۰վળがߦわれるよ͏ྀしなければなりません。
˗ݣઌの労働者に対して業ߦに必要なྗを付与するたΊのڭҭ܇࿅を実
Մな場合等を除ࢪが実ݩݣから求Ίがあͬたときは、ݩݣする場合に、ࢪ
き、ݣ労働者に対して実ࢪするなど必要なાஔを͡ߨなければなりません。
˗ݣઌの労働者がར用する給৯ࢪ設・休ߋ・ࣨܜҥࣨについては、ݣ労働者
に対してར用のػձを与えなければなりません。
˗ݣઌが設ஔ・ӡӦし、ݣઌの労働者が通ৗར用しているྍॴ、ਤॻؗ等の
。ずるよ͏ྀしなければなりませんߨ与のાஔをڙ設のར用にؔするศٓのࢪ
˗ݩݣの求Ίがあͬたときは、ݣઌにޏ用͞れる労働者にؔするใ、ݣ
労働者の業ߦঢ়گそのଞのใであͬて必要なのをఏڙするなど必要な
協ྗをするよ͏ྀしなければなりません。

ݣઌのޏೖれྗٛɾਖ਼ࣾһのืूใのप
（労働者ݣ法第40条の̐΄か）
˗ݣઌの৫୯Ґのಉ一の業に、ಉ一のݣ労働者をܧଓして１Ҏ上डけ
ೖれており、ݩݣからそのݣ労働者をޏ用するよ͏ґཔがあり、ݣ
ऴྃ後に引きଓきಉ一の業にै事͞せるたΊに労働者をޏ用しよ͏とする場
合、ݣઌはडけೖれていたݣ労働者をޏいೖれるよ͏にΊなければなり
ません。
˗ਖ਼ࣾһ等（ਖ਼ࣾһにݶらずそのଞのޏ用ؚΉ）の募集ใをݣ労働者にप
しなければならない場合があります。

ݣઌに͓͚るϋϥεϝϯτରࡦ（労働者ݣ法第47条の̎΄か）

ϋϥεϝϯτ対ࡦについて、ݣઌは֘ݣ労働者をޏ用する事業ओとみな
͞れることから、ࣗ ࣾの労働者とಉ༷の対Ԡが必要になります。
ݣઌは、ηΫγϡΞϧϋϥεϝϯτ、৷・ग़࢈・ҭࣇ休業等にؔするϋϥε

ϝϯτ、ύϫʔϋϥεϝϯτなどݣ労働者からのۤに対して、適かつਝ
な対Ԡをਤることが必要です。

ݣݣ

ݣઌのޏೖれྗٛݣઌのޏೖれྗٛ
（（労労

ݣݣ

ݣઌ͕ͣߨ͖ાஔ

ݣ
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ݩݣɾݣઌのओͳ

労働ܖਃࠐΈΈͳ͠制（労働者ݣ法第40条の̒）

ɹݣઌがҧ法ݣをडけೖれた時で、ݣઌがݣ労働者に対して、
ݩݣにおける労働条݅とಉ一の労働条݅を༰とする労働ܖのਃࠐみ
をしたのとみなす制度です。ݣઌがҧ法とらず、かつ、らなかͬ
たことにաࣦがなかͬた場合（ળ意ແաࣦ）は適用͞れません。

労働ܖਃࠐΈΈͳ͠制のରとͳるʮҧ法ݣʯ
˗ݣのࢭې業にݣ労働者をै事͞せた場合（ߓӡૹ業・ݐ設業・
（උ業等ܯ
˗ແڐՄの事業ओから労働者ݣをडけೖれた場合
をडけೖれた場合ݣにҧして労働者（�4ϖʔδ参র、�3）ݶ間制ظ˗
˗労働者ݣ法等の規定の適用を໔れるతで、ෛ等の໊で労働者ܖݣ
を締結せずに労働者ݣをडけೖれた場合（いわΏるِෛの場合）

労働ऀܖݣ͕ղ除されͨと （͖労働者ݣ法第��条の̎）

ʮݩݣとݣઌとの間の労働者ܖݣʯとʮݩݣとݣ労働者との
間の労働ܖʯはผであり、労働者ܖݣがղ除͞れたからといͬて、
ݣ労働者をղޏできるのではありません。労働者ܖݣが్தでղ
除͞れてʮݩݣとݣ労働者との間の労働ܖʯはޏ用ظ間ຬྃまで
はܧଓし、その間、ݩݣは賃金を支払͏必要があります。ݩݣには
。ձを֬อすることが求Ίられますػし、৽たな就業ܞઌと࿈ݣ
使用者の合でݣ労働者を休業͞せる場合は、労働基準法に基ͮき、

ݩݣはฏۉ賃金の̒割Ҏ上の休業ख（�0ϖʔδ参র）を支払͏などの
があります。
また、ݣઌに、ݣઌの合による労働者ܖݣղ除にあたͬては、
৽たな就業ػձの֬อや休業ख等のඅ用をෛ୲するなど、ݣ労働者の
。なければなりません͡ߨ用の҆定に必要なાஔをޏ

労働ܖ労働ܖ

労働労働
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ݩݣɾݣઌのओͳ

労働ܖਃࠐΈΈͳ͠制（労働者ݣ法第40条の̒）

ɹݣઌがҧ法ݣをडけೖれた時で、ݣઌがݣ労働者に対して、
ݩݣにおける労働条݅とಉ一の労働条݅を༰とする労働ܖのਃࠐみ
をしたのとみなす制度です。ݣઌがҧ法とらず、かつ、らなかͬ
たことにաࣦがなかͬた場合（ળ意ແաࣦ）は適用͞れません。

労働ܖਃࠐΈΈͳ͠制のରとͳるʮҧ法ݣʯ
˗ݣのࢭې業にݣ労働者をै事͞せた場合（ߓӡૹ業・ݐ設業・
（උ業等ܯ
˗ແڐՄの事業ओから労働者ݣをडけೖれた場合
をडけೖれた場合ݣにҧして労働者（�4ϖʔδ参র、�3）ݶ間制ظ˗
˗労働者ݣ法等の規定の適用を໔れるతで、ෛ等の໊で労働者ܖݣ
を締結せずに労働者ݣをडけೖれた場合（いわΏるِෛの場合）

労働ऀܖݣ͕ղ除されͨと （͖労働者ݣ法第��条の̎）

ʮݩݣとݣઌとの間の労働者ܖݣʯとʮݩݣとݣ労働者との
間の労働ܖʯはผであり、労働者ܖݣがղ除͞れたからといͬて、
ݣ労働者をղޏできるのではありません。労働者ܖݣが్தでղ
除͞れてʮݩݣとݣ労働者との間の労働ܖʯはޏ用ظ間ຬྃまで
はܧଓし、その間、ݩݣは賃金を支払͏必要があります。ݩݣには
。ձを֬อすることが求Ίられますػし、৽たな就業ܞઌと࿈ݣ
使用者の合でݣ労働者を休業͞せる場合は、労働基準法に基ͮき、

ݩݣはฏۉ賃金の̒割Ҏ上の休業ख（�0ϖʔδ参র）を支払͏などの
があります。
また、ݣઌに、ݣઌの合による労働者ܖݣղ除にあたͬては、
৽たな就業ػձの֬อや休業ख等のඅ用をෛ୲するなど、ݣ労働者の
。なければなりません͡ߨ用の҆定に必要なાஔをޏ
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ɹ労働者ݣ法は、ಉ法に基ͮ͘ાஔٛٴͼ労働基準法、労働҆શӴ生
法、உঁޏ用ػձۉ等法に定Ίられたをٴݩݣͼݣઌに՝してい
ます。ओな༰は࣍の通りです。

ݩݣ事ۀओのͣߨ͖ાஔ ݣઌのͣߨ͖ાஔ
労ಇऀݣ๏ؔ
ஈ֊的かつ体ܥ的なڭҭ܇࿅、ݣઌの௨ৗの
労働者との均・均ߧ۰の֬保、Ұ定要݅を満た
す労協定にͮجく۰の֬保、৬務༰をצ
Ҋした金の決定、ब業ن則の࡞における
労働ݣௌऔ、ݟ労働者の過数ද者への意ݣ
者のࢱの૿ਐ、దਖ਼なݣब業の֬保、۰に
ؔする事項のઆ໌、ݣ労働者であることの໌
ࣔ、ݣ労働者にるޏ༻制限のࢭې、ब業条݅
の໌ࣔ、労働者ݣにؔするྉ金のֹの໌ࣔ、
労働者を特定することを的とݣ任者、ݩݣ
する行ҝに対する協ྗのࢭې

労働者ܖݣにؔするાஔ、దਖ਼なݣब業の
֬保、ݣՄ期間の制限、特定有期ޏ༻ݣ労
働者のޏ༻、ݣઌにޏ༻される労働者のื集に
ઌ理ாのݣઌ任者、ݣる事項のप、
労働者を特定することを的とするݣ、࡞
行ҝのࢭې

ݩݣ事ۀओのओな ݣઌのओな
労ಇج४๏ؔ
労働ܖ、金、変形労働時間制の協定のక݁・届
ग़、ϑϨックスλΠム制の協定のక݁・届ग़、時間
外・休日労働の協定のక݁・届ग़、事業場外労働に
ؔする協定のక݁・届ग़、ઐ業務ྔࡋܕ労働制に
ؔする協定のక݁・届ग़、時間外・休日・ਂのׂ
૿金、年࣍有څ休Ջ、࠷年ྸ、年গ者のূ໌ॻ、
則、法ྩのपنঈ、ब業ิࡂ、の休業ޙ࢈લ࢈
ٛ務

ެຽݖ行の保ো、労働時間、休ܜ、休日、年গ者
の労働時間及び休日・ਂ業・ة険有業務のब
業制限・労働のࢭې、්࢈の業務のब
業制限・ة険有業務のब業制限、࢈લޙ࢈の時間
外労働・休日労働・ਂ業、ҭࣇ時間、生理日のब
業がஶしくࠔなঁੑに対するાஔ、ब業ن則を
আく法ྩのपٛ務

労ಇ҆શӴੜ๏ؔ
҆શӴ生ڭҭ、中ߴ年ྸ者についてのྀ、Ұൠ
݈、அ߁݈ による保ࢣஅの݁Ռ௨、ҩ߁
ಋ、スτϨスチェッࢦによる໘ࢣಋ、ҩࢦ݈
クの࣮ࢪ

҆શӴ生ڭҭ、ब業制限、中ߴ年ྸ者についての
ྀ、࡞業の理、࡞業時間の制限、有業務に
る݈߁அ、労働時間のঢ়گのѲ、ප者のब業
ࢭ受ಈ٤Ԏの、ࢭې

உঁػ༺ޏձۉ๏ؔ
৷・ग़࢈を理由とする不རӹऔѻいのࢭې、
ηクϋϥ対ࡦાஔ、৷・ग़࢈にؔするϋϥスϝ
ϯτ対ࡦાஔ、ੑ݈߁理ાஔ

৷・ग़࢈を理由とする不རӹऔѻいのࢭې、
ηクϋϥ対ࡦાஔ、৷・ग़࢈にؔするϋϥスϝ
ϯτ対ࡦાஔ、ੑ݈߁理ાஔ

ҭࣇɾհۀٳޢ๏ؔ
ҭࣇ休業・հޢ休業を理由とする不རӹऔѻい
のࢭې、ҭࣇ休業に起Ҽするϋϥスϝϯτ対ࡦ
ાஔ

ҭࣇ休業・հޢ休業を理由とする不རӹऔѻい
のࢭې、ҭࣇ休業に起Ҽするϋϥスϝϯτ対ࡦ
ાஔ

労ಇࡦࢪ૯合ਪਐ๏ؔ
৬場における༏ӽ的なؔをഎܠとしたݴಈに起
Ҽするϋϥスϝϯτ対ࡦાஔ

৬場における༏ӽ的なؔをഎܠとしたݴಈに起
Ҽするϋϥスϝϯτ対ࡦાஔ
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